
 

広島県水道広域連合企業団管理規程第 14 号 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

令和７年７月７日 

   広島県水道広域連合企業団企業長 湯 﨑 英 彦 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程に関する規程の一部を改正 

する規程 

 （広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部改正） 

第１条 広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程（令和５年広島県水道広域連

合企業団管理規程第35号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

 
（給料表） 

第１条の２ 条例第３条第１項に規定する給料
表は、別表のとおりとし、職員に適用する。 

 
 （職務の級及び号給の決定） 
第３条 （略） 
２ （略） 
３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった
者の号給は、企業長が別に定める初任給の基
準に従い決定する。 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移
った場合又は一の職から同じ職務の級の初任
給の基準を異にする他の職に移った場合にお
ける号給は、企業長が別に定めるところによ
り決定する。 

 
第３条の２ 地方公務員の育児休業等に関する
法律（平成３年法律第110号。以下「育児休
業法」という。）第10条第３項の規定により
同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認
を受けた職員（以下「育児短時間勤務職員」
という。）の給料月額は、当該職員に適用さ
れる給料表において当該職員の属する職務の
級及び当該職員の受ける号給に応じた額に、
広島県水道広域連合企業団就業規則（令和５
年広島県水道広域連合企業団管理規程第13
号。以下「就業規則」という。）第14条条第
２項の規定により定められたその者の勤務時
間を同条第１項に規定する勤務時間で除して
得た数（以下「算出率」という。）を乗じて
得た額とする。 

２ 育児休業法第18条第１項の規定により採用
された同項に規定する短時間勤務職員（以下

 
 
 
 
 
 （職務の級の決定） 
第３条 （略） 
２ （略） 
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「任期付短時間勤務職員」という。）の給料
月額は、前条の規定により決定された号給に
応じた額に、就業規則第14条第５項の規定
により定められたその者の勤務時間を同条第
１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗
じて得た額とする。 

 
 （昇給の基準） 
第３条の３ 職員の昇給は、企業長が別に定め
る日に、同日前１年間における当該職員の勤
務成績に応じて、行うものとする。 

２ 前項の規定により職員（給料表の適用を受
ける職員でその職務の級が５級以上であるも
の（以下「特定管理職員」という。）を除
く。）を昇給させるか否か及び昇給させる場
合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の
全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号
給数を４号給（第11条第１項に規定する管理
監督職員のうち企業長が別に定める職員にあ
っては、３号給）とすることを標準として企
業長が別に定める基準に従い決定するものと
する。 

３ 特定管理職員については、第１項の規定に
よる昇給は、企業長が別に定める。 

４ 職員の昇給は、その属する職務の級におけ
る最高の号給を超えて行うことができない。 

５ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなけれ
ばならない。 

６ 前各項に規定するもののほか、職員の昇給
に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

 
 （復職時等における号給の調整） 
第３条の４ 休職にされ若しくは地方公営企業
等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第
289号。以下「地方公営企業等労働関係法」
という。）第６条第１項ただし書の許可を受
けた職員が復職し、自己啓発等休業（広島県
水道広域連合企業団職員の休業等に関する条
例（令和５年広島県水道広域連合企業団条例
第13号。以下「休業等条例」という。）第22
条の規定による自己啓発等休業をいう。以下
同じ。）をし、配偶者同行休業（休業等条例
第30条の規定による配偶者同行休業をいう。
以下同じ。）をし、育児休業（育児休業法第
２条の規定による育児休業をいう。以下同
じ。）をした職員が職務に復帰し、又は休暇
のため勤務しなかった職員が再び勤務するに
至った場合において、事務局内の他の職員と
の均衡上必要があると認めるときは、復職
し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至っ
た日以後において、企業長が別に定めるとこ
ろにより、その者の号給を調整することがで
きる。 

 
（給与の口座振り込み） 

第７条 任命権者（その委任を受けた者を含

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（給与の口座振り込み） 

第７条 任命権者は、職員から申出があった場
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む。以下同じ。）は、職員から申出があっ
た場合において、その者に対する給与の全部
又は一部をその者の預金への振り込み（以下
「振り込み」という。）の方法によって支払
うことができる。 

２―４ （略） 
 

（勤務１時間当たりの給与額算出の基礎とな 
る給料の月額） 
第８条の２ 第32条第７項に規定する勤務１時
間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の
月額は、地方公務員法第29条第１項の規定に
よって減給処分を受けている場合又は条例第
17条の４若しくは就業規則第35条第７項（就
業規則第37条第３項、第39条第５項、第40条
第３項又は第42条の４第４項において準用す
る場合を含む。）の規定によって給与を減額
された場合においてもその職員が本来受ける
べき給料の月額とする。 

 
（給与の支給日） 

第10条 （略） 
２ （略） 
３ 新たに職員となった者にはその日から給料
を支給し、昇給、降給等によって給料額に異
動を生じた者にはその日から新たに定められ
た給料を支給する。 

４ 職員が退職したときは、その日まで給料を
支給する。 

５ 職員が死亡したときは その月まで給料を
支給する。 

６ 第３項又は第４項の規定によって給料を支
給する場合であって、その月の１日から支給
するとき以外のとき又はその月の末日まで支
給するとき以外のときは、その月の現日数か
ら週休日の日数を差し引いた日数を基礎とし
て日割りによって計算する。 

７ 職員が職員又はその収入によって生計を維
持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀そ
の他これらに準ずる非常の場合の費用に充て
るために給料の支給を請求したときは、第１
項又は第２項の規定による給料の支給日前で
あっても、請求の日までの給料をその月の現
日数から週休日の日数を差し引いた日数を基
礎とする日割りによる計算（以下「日割計算
」という。）によってその際に支給するもの
とする。 

８ 給料の支給日後において新たに職員となっ
た者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡
した職員の給料は、その際に支給するものと
する。 

９ 職員が給料の支給日前において休職（第36
条の５第１項及び第２項の規定による休職を
除く。以下この項において同じ。）にされ、
専従許可（地方公営企業等労働関係法第６条
第１項ただし書に規定する許可をいう。以下

合において、その者に対する給与の全部又は
一部をその者の預金への振り込み（以下「振
り込み」という。）の方法によって支払うこ
とができる。 

 
２―４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

（給与の支給日） 
第10条 （略） 
２ （略） 
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同じ。）を受け、自己啓発等休業をし、配偶
者同行休業をし、育児休業をし、第２号介護
休暇（就業規則第35条第３項に規定する第２
号介護休暇をいう。以下同じ。）を受け、出
生支援休暇（就業規則第42条の２第１項に規
定する出生支援休暇をいう。以下同じ。）を
受け、又は停職（法第29条第１項の規定によ
る停職をいう。以下同じ。）にされたとき
は、その月の給料は、日割計算によってその
際に支給するものとする。休職中、専従許可
の有効期間中、自己啓発等休業の期間中、配
偶者同行休業の期間中、育児休業の期間中、
第２号介護休暇の期間中、出生支援休暇の期
間中又は停職中の職員が給料の支給日後にお
いて復職し、職務に復帰し、又は休暇の終了
したときも同様とする。 

 
（管理職手当） 

第11条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項に規定する職を占める職員のうち法
第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第
28条の６第１項若しくは第２項の規定により
採用された職員（以下「再任用職員」とい
う。）以外の職員に支給する管理職手当の月
額は、当該職員の属する職務の級及び当該職
に係る第１項の規定による区分に応じ、次の
表の管理職手当の額欄に定める額（育児休業
法第10条第３項の規定により同条第１項に規
定する育児短時間勤務の承認を受けた職員に
あってはその額に就業規則第14条第２項の規
定により定められたその者の勤務時間を、育
児休業法第18条第１項の規定により採用され
た同項に規定する短時間勤務職員にあっては
その額に就業規則第14条第５項の規定により
定められたその者の勤務時間を、それぞれ就
業規則第14条第１項に規定する勤務時間で除
して得た数を乗じて得た額とし、その額に１
円未満の端数があるときは、その端数を切り
捨てた額）とする。 

 
 
 
 
 
４―５ （略） 
 
（扶養手当） 

第11条の２ 条例第６条第１項ただし書の企業
長が別に定める職員は、給料表の適用を受け
る職員で特定管理職員とする。 

２ 扶養手当の月額は、条例第６条第２項第１
号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる
子」という。）については１人につき13,000
円、同条第２項第２号から第５号までのいず
れかに該当する扶養親族（以下「扶養親族た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（管理職手当） 

第11条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項に規定する職を占める職員のうち地
方公務員法第28条の４第１項、第28条の５第
１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の
規定により採用された職員（以下「再任用職
員」という。）以外の職員に支給する管理職
手当の月額は、当該職員の属する職務の級及
び当該職に係る第１項の規定による区分に応
じ、次の表の管理職手当の額欄に定める額（
地方公務員の育児休業等に関する法律（平成
３年法律第110号。以下「育児休業法」とい
う。）第10条第３項の規定により同条第１項
に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職
員にあってはその額に広島県水道広域連合企
業団就業規則（令和５年広島県水道広域連合
企業団管理規程第13号。以下「就業規則」と
いう。）第14条第２項の規定により定められ
たその者の勤務時間を、育児休業法第18条第
１項の規定により採用された同項に規定する
短時間勤務職員にあってはその額に就業規則
第14条第５項の規定により定められたその者
の勤務時間を、それぞれ就業規則第14条第１
項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ
て得た額とし、その額に１円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てた額）とす
る。 

４―５ （略） 
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る父母等」という。）については１人につき
6,500円とする。 

３ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日
後の最初の４月１日から満22歳に達する日以
後の最初の３月31日までの間にある子がいる
場合における扶養手当の月額は、前項の規定
にかかわらず、5,000円に当該期間にある当
該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項
の規定による額に加算した額とする。 

４ 特定管理職員に対する条例第６条第２項及
び第２項の規定の適用については、条例第６
条第２項中「次に掲げる者」とあるのは「22
歳に達する日以後の最初の３月31日までの間
にある子」と、「もの」とあるのは「ものが
３人以上いる場合におけるそれらの者（それ
らの者の出生の順序により先順位にある２人
を除く。）」と、第２項中「条例第６条第２
項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親
族たる子」という。）については１人につき
13,000円、第２号から第５号までのいずれか
に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父
母等」という。）については１人につき
6,500円」とあるのは「扶養親族１人につき
6,500円」とする。 

５ 新たに条例第６条第１項の職員たる要件を
具備するに至った職員は、別記様式第１号の
扶養親族届により、その旨を速やかに任命権
者に届け出なければならない。扶養手当を受
けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的
な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等
に変更があった場合についても、同様とす
る。 

６ 前項の規定にかかわらず、任命権者におい
て扶養の事実等を認定することができる場合
として企業長が別に定める場合には、同項の
規定による届出を要しない。 

７ 任命権者は、第５項に規定する届出があっ
たときは、その届出に係る事実及び扶養手当
の月額を認定しなければならない。前項に規
定する場合においても、同様とする。 

８ 任命権者は、前項の規定により認定した職
員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の
支給に関する事項を別記様式第２号の扶養手
当認定簿に記載するものとする。 

９ 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第
６条第１項の職員たる要件を具備するに至
った日の属する月の翌月（その日が月の初
日であるときは、その日の属する月）から
開始し、職員が同項に規定する要件を欠く
に至った日（企業長が別に定める場合にあ
っては、当該要件を欠くに至った日以降の
日で企業長が別に定める日）の属する月（
その日が月の初日であるときは、その日の
属する月の前月）をもって終わる。ただ
し、扶養手当の支給の開始については、第
５項の規定による届出が、これに係る事実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

の生じた日から15日を経過した後にされた
ときは、その届出を受理した日の属する月
の翌月（その日が月の初日であるときは、
その日の属する月）から行うものとする。 

10 扶養手当を受けている職員にその月額を変
更すべき事実が生じたときは、その事実の生
じた日の属する月の翌月（その日が月の初日
であるときは、その日の属する月）からその
支給額を改定する。前項ただし書の規定は、
扶養手当の月額を増額して改定する場合につ
いて準用する。 

11 条例第６条第２項に規定する他に生計の途
がなく主としてその職員の扶養を受けている
者には、次に掲げる者は含まれないものとす
る。 
⑴ 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚
姻関係と同様の事情にある者を含む。）、
兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業
所その他のこれに相当する手当の支給の基
礎となっている者 

⑵ 年額1,300,000円程度以上の恒常的な所
得があると見込まれる者 

12 職員が他の者と共同して同一人を扶養する
場合には、その職員が主たる扶養者である場
合に限り、その者の扶養親族として認定する
ことができる。 

13 任命権者は第８項及び前項の認定を行うと
きその他必要と認めるときは扶養の事実等を
証明するに足る証拠書類の提出を求めること
ができる。 

 
 （地域手当） 
第12条 （略） 
２ （略） 
 ⑴ 東京都特別区 100分の20 
⑵ 広島市 100分の8 
⑶ 前号の地域を除く広島県内の地域 100
分の4 

３ 前項各号に掲げる地域以外の地域に在勤す
る職員並びに任用の事情等を考慮して前項各
号に掲げる支給地域及び支給割合によること
が相当でない職員として企業長が別に定める 
ものの地域手当の支給地域及び支給割合につ
いては、企業長が別に定める。 
 
（住居手当） 

第12条の２ 住居手当の月額は、次の各号に掲
げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる
額（当該各号のいずれにも該当する職員にあ
っては、当該各号に掲げる額の合計額）とす
る。 
⑴ 条例第８条第１号に掲げる職員 次に掲
げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲
げる額（その額に100円未満の端数を生じ
たときは、これを切り捨てた額）に相当す
る額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（地域手当） 

第12条 （略） 
２ （略） 
 
 ⑴ 広島市及び安芸郡府中町 100分の6.2 

⑵ 前号の地域を除く広島県内の地域 100
分の3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ア 月額25,000円以下の家賃を支払ってい
る職員 家賃の月額から14,000円を控除
した額 

イ 月額25,000円を超える家賃を支払って
いる職員 家賃の月額から25,000円を控
除した額の２分の１（その控除した額の
２分の１が17,000円を超えるときは、
17,000円）を11,000円に加算した額 

⑵ 条例第８条第２号に掲げる職員 前号の
規定の例により算出した額の２分の１に相
当する額（その額に100円未満の端数が生
じたときは、これを切り捨てた額） 

２ 条例第８条第１号の企業長が別に定める職
員は、次の各号に掲げる職員とする。 
⑴ 国、他の地方公共団体、公共的機関等か
ら貸与された職員住宅に居住している職員 

⑵ 職員の扶養親族たる者（職員の配偶者
（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む。以下この号において
同じ。）で他に生計の途がなく主として当
該職員の扶養を受けているもの及び条例第
６条第２項に規定する扶養親族をいう。以
下この号において同じ。）が所有する住宅
及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母
で、職員の扶養親族たる者以外のものが所
有し、又は借り受け、居住している住宅並
びに企業長がこれらに準ずると認める住宅
の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居
住している職員 

３ 条例第８条第２号の企業長が別に定める住
宅は、前項第１号に規定する職員住宅及び同
項第２号に規定する住宅とする。 

４ 新たに条例第８条第１号の職員たる要件を
具備するに至った職員は、当該要件を具備し
ていることを証明する書類を添付して、別記
様式第３号による住居届により、その居住の
実情を速やかに任命権者に届け出なければな
らない。住居手当を受けている職員の居住す
る住宅、家賃の額等に変更があった場合につ
いても、同様とする。 

５ 前項の場合において、やむを得ない事情が
あると認められるときは、添付すべき書類
は、届出後速やかに提出することをもって足
りるものとする。 

６ 第４項の規定にかかわらず、任命権者にお
いて居住の実情を認定することができる場合
として企業長が別に定める場合には、同項の
規定による届出を要しない。 

７ 任命権者は、職員から第４項の規定による
届出があったときは、その届出に係る事実を
確認し、その者が条例第８条第１号の職員た
る要件を具備するときは、その者に支給すべ
き住居手当の月額を決定し、又は改定しなけ
ればならない。前項に規定する場合において
も、同様とする。 

８ 任命権者は、前項の規定により住居手当の
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月額を決定し、又は改定したときは、その決
定又は改定に係る事項を別記様式第４号によ
る住居手当認定簿に記載するものとする。 

９ 第４項の規定による届出に係る職員が家賃
と食費等を併せ支払っている場合において、
家賃の額が明確でないときは、任命権者は、
企業長が別に定める基準に従い、家賃の額に
相当する額を算定するものとする。 

10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第８
条第１号の職員たる要件を具備するに至った
日の属する月の翌月（その日が月の初日であ
るときは、その日の属する月）から開始し、
職員が同号に規定する要件を欠くに至った日
（企業長が別に定める場合にあっては、当該
要件を欠くに至った日以降の日で企業長が別
に定める日）の属する月（その日が月の初日
であるときは、その日の属する月の前月）を
もって終わる。ただし、住居手当の支給の開
始については、第４項の規定による届出がこ
れに係る事実の生じた日から15日を経過した
後にされたときは、その届出を受理した日の
属する月の翌月（その日が月の初日であると
きは、その日の属する月）から行うものとす
る。 

11 住居手当を受けている職員にその月額を変
更すべき事実が生じたときは、その事実の生
じた日の属する月の翌月（その日が月の初日
であるときは、その日の属する月）からその
支給額を改定する。前項ただし書の規定は、
住居手当の月額を増額して改定する場合につ
いて準用する。 

12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けて
いる職員が条例第８条第１号の職員たる要件
を具備しているかどうか及び住居手当の月額
が適正であるかどうかを随時確認するものと
する。 

13 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給
する。ただし、給料の支給日までにこの給与
に係る事実が確認できない場合等で、その日
において支給することができないときは、そ
の日後において支給することができるものと
する。 

 
（通勤手当） 

第13条 （略） 
⑴ 条例第９条第１号に掲げる職員 支給単
位期間（第17条第１項に規定する支給単位
期間をいう。以下同じ。）につき、次に掲
げるところにより算出したその者の支給単
位期間の通勤（職員が勤務のため、その者
の住居と勤務箇所との間を往復することを
いう。）に要する運賃等の額に相当する額
（以下「運賃等相当額」という。）。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（通勤手当） 

第13条 （略） 
⑴ 条例第９条第１号に掲げる職員 支給単
位期間（第17条第１項に規定する支給単位
期間をいう。以下同じ。）につき、次に掲
げるところにより算出したその者の支給単
位期間の通勤（職員が勤務のため、その者
の住居と勤務箇所との間を往復することを
いう。）に要する運賃等の額に相当する額
（以下「運賃等相当額」という。）。ただ
し、運賃等相当額を支給単位期間の月数で
除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃
等相当額」という。）が98,000円を超える
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ア―イ （略） 
 ⑵ （略） 
 ⑶ （略） 

ア 条例第９条第３号に掲げる職員（交通
機関等を利用しなければ通勤することが
著しく困難である職員以外の職員であっ
て、その利用する交通機関等が通常徒歩
によることを例とする距離内においての
み利用しているものであるものを除く。
）のうち、自動車又は自転車等の使用距
離が片道２キロメートル以上である職員
及び自動車又は自転車等の使用距離が片
道２キロメートル未満であるが自動車又
は自転車等を使用しなければ通勤するこ
とが著しく困難である職員 第１号及び
第２号に定める額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 条例第９条第３号に掲げる職員のう
ち、運賃等相当額をその支給単位期間の
月数で除して得た額（交通機関等が２以
上ある場合においては、その合計額。以
下「１箇月当たりの運賃等相当額等」と
いう。）が第２号に定める額以上である
職員（アに掲げる職員を除く。） 第１
号に定める額 

ウ （略） 
２ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で
除して得た額（交通機関等が２以上ある場合
においては、その合計額）及び前項第２号に
定める額の合計額が150,000円を超える職員
の通勤手当の額は、同項の規定にかかわら
ず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間
のうち最も長い支給短期間につき、150,000
円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
とする。 

３ 条例第９条第３号に掲げる職員で、自動車

ときは、支給単位期間につき、１箇月当た
りの運賃等相当額と98,000円との差額の２
分の１を98,000円に加算した額に支給単位
期間の月数を乗じて得た額（その者が２以
上の交通機関等を利用するものとして当該
運賃等の額を算出する場合において、１箇
月当たりの運賃等相当額の合計額が98,000
円を超えるときは、その者の通勤手当に係
る支給単位期間のうち最も長い支給単位期
間につき、当該合計額と98,000円との差額
の２分の１を98,000円に加算した額に当該
支給単位期間の月数を乗じて得た額） 
ア―イ （略） 

⑵ （略） 
⑶ （略） 

ア 条例第９条第３号に掲げる職員（交通
機関等を利用しなければ通勤することが
著しく困難である職員以外の職員であっ
て、その利用する交通機関等が通常徒歩
によることを例とする距離内においての
み利用しているものであるものを除く。
）のうち、自動車又は自転車等の使用距
離が片道２キロメートル以上である職員
及び自動車又は自転車等の使用距離が片
道２キロメートル未満であるが自動車又
は自転車等を使用しなければ通勤するこ
とが著しく困難である職員 第１号及び
第２号に定める額（第１号に規定する１
箇月当たりの運賃等相当額及び第２号に
定める額の合計額が98,000円を超えると
きは、その者の通勤手当に係る支給単位
期間のうち最も長い支給単位期間につ
き、１箇月当たりの運賃等相当額及び同
号に定める額の合計額と98,000円との差
額の２分の１を98,000円に加算した額に
当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
） 

イ 条例第９条第３号に掲げる職員のう
ち、１箇月当たりの運賃等相当額（２以
上の交通機関等を利用するものとして通
勤手当を支給される場合にあっては、そ
の合計額とする。）が第２号に定める額
以上である職員（アに掲げる職員を除
く。） 第１号に定める額 

 
ウ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 条例第９条第３号に掲げる職員で、自動車
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若しくは自転車等の使用距離が片道２キロメ
ートル以上である職員又は自動車及び自転車
等を使用しなければ通勤することが著しく困
難である職員のうち、通勤のため、自動車又
は自転車等の駐車場（次の各号のいずれにも
該当するものに限る。以下「駐車場」とい
う。）を利用し、当該駐車場の利用に係る料
金（以下「駐車料金」という。）を負担する
ことを常例とするものには、第１項第３号に
定める額のほか、次項から第６項までに定め
るところにより、１箇月当たりの駐車料金の
２分の１に相当する額（当該額が3,000円を
超えるときは、3,000円）を通勤手当として
支給する。 

 ⑴―⑶ （略） 
４―５ （略） 
６ 第３項に規定する１箇月当たりの駐車料金
の額の２分の１に相当する額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額を
もって同項に規定する１箇月当たりの駐車料
金の２分の１に相当する額とする。 

７―10 （略） 
 
 （通勤手当に関する届出等） 
第14条 職員は、新たに条例第９条の職員又は
前条第３項の職員たる要件を具備するに至っ
た場合には、別記様式第５号に定める通勤届
により、その通勤の実情を速やかに任命権者
（その委任を受けた者を含む。以下同じ。）
に届け出なければならない。条例第９条の職
員又は前条第３項の職員が次の各号のいずれ
かに該当する場合についても同様とする。 

 ⑴―⑵ （略） 
２ 職員は、前項第２号に掲げる変更により条
例第９条の職員又は前条第３項の職員でなく
なった場合には、前項の例により届け出なけ
ればならない。 

３ 任命権者は、職員から前２項の規定による
届出があったときは、その届出にかかる事実
を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含
む。以下「定期券」という。）の提示を求め
る等の方法により確認し、その者が条例第９
条の職員又は前条第３項の職員たる要件を具
備するときは、その者に支給すべき通勤手当
の額を決定し、又は改定しなければならな
い。 

４ 任命権者は、前項の規定により通勤手当の
額を決定し、又は改定したときは、その決定
又は改定に係る事項を別記様式第６号に定め
る通勤手当認定簿に記載するものとする。 

５ 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けて
いる職員について、その者が条例第９条の職
員又は前条第３項の職員たる要件を具備する
かどうか及び通勤手当の額が適正であるかど
うかを当該職員に定期券等の提示を求め、又
は通勤の実情を実地に調査する等の方法によ

若しくは自転車等の使用距離が片道２キロメ
ートル以上である職員又は自動車及び自転車
等を使用しなければ通勤することが著しく困
難である職員のうち、通勤のため、自動車又
は自転車等の駐車場（次の各号のいずれかに
該当するものに限る。以下「駐車場」とい
う。）を利用し、当該駐車場の利用に係る料
金（以下「駐車料金」という。）を負担する
ことを常例とするものには、前項第３号に定
める額のほか、次項から第５項までに定める
ところにより、１箇月当たりの駐車料金の２
分の１に相当する額（当該額が3,000円を超
えるときは、3,000円）を通勤手当として支
給する。 
⑴―⑶ （略） 

３―４ （略） 
５ 第２項に規定する１箇月当たりの駐車料金
の額の２分の１に相当する額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額を
もって同項に規定する１箇月当たりの駐車料
金の２分の１に相当する額とする。 

６―９ （略） 
 
（通勤手当に関する届出等） 

第14条 職員は、新たに条例第９条の職員又は
前条第２項の職員たる要件を具備するに至っ
た場合には、別記様式第１号に定める通勤届
により、その通勤の実情をすみやかに任命権
者（その委任を受けた者を含む。以下同じ。
）に届け出なければならない。条例第９条の
職員又は前条第２項の職員が次の各号のいず
れかに該当する場合についても同様とする。 
⑴―⑵ （略） 

２ 職員は、前項第２号に掲げる変更により条
例第９条の職員又は前条第２項の職員でなく
なった場合には、前項の例により届け出なけ
ればならない。 

３ 任命権者は、職員から前２項の規定による
届出があったときは、その届出にかかる事実
を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含
む。以下「定期券」という。）の提示を求め
る等の方法により確認し、その者が条例第９
条の職員又は前条第２項の職員たる要件を具
備するときは、その者に支給すべき通勤手当
の額を決定し、又は改定しなければならな
い。 

４ 任命権者は、前項の規定により通勤手当の
額を決定し、又は改定したときは、その決定
又は改定に係る事項を別記様式第２号に定め
る通勤手当認定簿に記載するものとする。 

５ 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けて
いる職員について、その者が条例第９条の職
員又は前条第２項の職員たる要件を具備する
かどうか及び通勤手当の額が適正であるかど
うかを当該職員に定期券等の提示を求め、又
は通勤の実情を実地に調査する等の方法によ
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り、随時、確認するものとする。 
 

（通勤手当の支給） 
第15条 通勤手当は、支給単位期間（第１号に
掲げる通勤手当に係るものを除く。）又は第
２号に定める期間（以下この条において「支
給単位期間等」という。）に係る最初の月の
第10条第１項に規定する支給日（以下この条
において「支給日」という。）に支給する。
ただし、支給日までに前条の規定による届出
に係る事実が確認できない等のため、支給日
に支給することができないときは、支給日後
に支給することができる。 

 ⑴ １箇月当たりの運賃等相当額等（第13条
第１項第３号ウに掲げる職員に係るものを
除く。）、第13条第１項第２号に定める額
（第13条第１項第３号イに掲げる職員に係
るものを除く。）の合計額（以下「１箇月
当たりの通勤手当算出基礎額」という。）
が150,000円を超えるときにおける通勤手
当 

 ⑵ その者の当該通勤手当に係る支給単位期
間のうち最も長い支給単位期間 

 
 
 
 
 
２―３ （略） 
４ 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第９
条の職員又は第13条第３項の職員たる要件が
具備されるに至った場合においてはその日の
属する月の翌月（その日が月の初日であると
きは、その日の属する月）から開始し、通勤
手当を支給されている職員が離職し、又は死
亡した場合においてはそれぞれその者が離職
し、又は死亡した日、通勤手当を支給されて
いる職員が同項の職員たる要件を欠くに至っ
た場合においてはその事実の生じた日の属す
る月（これらの日が月の初日であるときは、
その日の属する月の前月）をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、
前条の規定による届出が、これに係る事実の
生じた日から15日を経過した後にされたとき
は、その届出を受理した日の属する月の翌月
（その日が月の初日であるときは、その日の
属する月）から行うものとする。 

５―６ （略） 
７ 条例第９条の職員又は第13条第３項の職員
が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、
支給単位期間等に係る最初の月の初日から末
日までの期間の全日数にわたって通勤しない
こととなるときは、当該支給単位期間等に係
る通勤手当は支給することができない。 

 
 （通勤手当の返納等） 

り、随時、確認するものとする。 
 
 （通勤手当の支給） 
第15条 通勤手当は、支給単位期間（次の各号
に掲げる通勤手当に係るものを除く。）又は
当該各号に定める期間（以下この条において
「支給単位期間等」という。）に係る最初の
月の第10条に規定する支給日（以下この条に
おいて「支給日」という。）に支給する。た
だし、支給日までに前条の規定による届出に
係る事実が確認できない等のため、支給日に
支給することができないときは、支給日後に
支給することができる。 
⑴ 職員が２以上の交通機関等を利用するも
のとして第13条第１項第１号に定める額の
通勤手当を支給される場合（次号に該当す
る場合を除く。）において、１箇月当たり
の運賃等相当額等が98,000円を超えるとき
における当該通勤手当 その者の当該通勤
手当に係る支給単位期間のうち最も長い支
給単位期間 

⑵ 職員が第13条第１項第１号及び第２号に
定める額の通勤手当を支給される場合にお
いて、１箇月当たりの運賃等相当額及び同
号に定める額の合計額が98,000円を超える
ときにおける当該通勤手当 その者の当該
通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長
い支給単位期間 

２―３ （略） 
４ 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第９
条の職員又は第13条第２項の職員たる要件が
具備されるに至った場合においてはその日の
属する月の翌月（その日が月の初日であると
きは、その日の属する月）から開始し、通勤
手当を支給されている職員が離職し、又は死
亡した場合においてはそれぞれその者が離職
し、又は死亡した日、通勤手当を支給されて
いる職員が同項の職員たる要件を欠くに至っ
た場合においてはその事実の生じた日の属す
る月（これらの日が月の初日であるときは、
その日の属する月の前月）をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、
前条の規定による届出が、これに係る事実の
生じた日から15日を経過した後にされたとき
は、その届出を受理した日の属する月の翌月
（その日が月の初日であるときは、その日の
属する月）から行うものとする。 

５―６ （略） 
７ 条例第９条の職員又は第13条第２項の職員
が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、
支給単位期間等に係る最初の月の初日から末
日までの期間の全日数にわたって通勤しない
こととなるときは、当該支給単位期間等に係
る通勤手当は支給することができない。 

 
 （通勤手当の返納等） 
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第16条 （略） 
⑴―⑵ （略） 
⑶ 月の中途において休職にされ、専従許可
を受け、自己啓発等休業をし、配偶者同行
休業をし、育児休業をし、第２号介護休暇
を受け、出生支援休暇を受け、又は停職に
された場合（これらの期間の初日の属する
月又はその翌月に復職し、職務に復帰し、
又は休暇が終了することとなる場合を除
く。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ⑷ （略） 
２ （略） 
 ⑴ １箇月当たりの通勤手当算出基礎額が

150,000円以下であった場合 前項第２号
に掲げる事由が生じた場合にあっては当該
事由に係る交通機関等（同号の改定後に１
箇月当たりの通勤手当算出基礎額が
150,000円を超えることとなるときは、そ
の者の利用する全ての交通機関等）、同項
第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が
生じた場合にあってはその者の利用する全
ての交通機関等につき、使用されるべき通
用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業
長が別に定める月（以下この条において「
事由発生月」という。）の末日にしたもの
として得られる額（次号において「払戻金
相当額」という。） 

 
 
 

⑵ １箇月当たりの通勤手当算出基礎額が 
150,000円を超えていた場合 150,000円に 
事由発生月の翌月から支給単位期間等に係 
る最後の月までの月数を乗じて得た額又は 
前項各号に掲げる事由に係る交通機関等に 
ついての払戻金相当額並びに企業長が別に 
定める額の合計額のいずれか低い額（事由 
発生月が支給単位期間に係る最後の月であ 
る場合に合っては、０）  

 

第16条 （略） 
⑴―⑵ （略） 
⑶ 月の中途において休職にされ、専従許可
（地方公務員法第55条の２第１項ただし書
に規定する許可をいう。以下同じ。）を受
け、自己啓発等休業（広島県水道広域連合
企業団職員の休業等に関する条例（令和５
年広島県水道広域連合企業団条例第13号。
以下「休業等条例」という。）第22条の規
定による自己啓発等休業をいう。以下同
じ。）をし、配偶者同行休業（休業等条例
第30条の規定による配偶者同行休業をい
う。以下同じ。）をし、育児休業（地方公
務員の育児休業等に関する法律（平成３年
法律第110号）第２条の規定による育児休
業をいう。以下同じ。）をし、第２号介護
休暇（就業規則第35条第３項に規定する第
２号介護休暇をいう。以下同じ。）を受
け、出生支援休暇（就業規則第42条の２第
１項に規定する出生支援休暇をいう。以下
同じ。）を受け、又は停職（地方公務員法
第29条第１項の規定による停職をいう。以
下同じ。）にされた場合（これらの期間の
初日の属する月又はその翌月に復職し、職
務に復帰し、又は休暇が終了することとな
る場合を除く。） 

 ⑷ （略） 
２ （略） 
 ⑴ １箇月当たりの運賃等相当額等（第13条

第１項第３号アに掲げる職員にあっては、
１箇月当たりの運賃等相当額及び第13条第
１項第２号に定める額の合計額。以下この
項において同じ。）が98,000円以下であっ
た場合 前項第２号に掲げる事由が生じた
場合にあっては当該事由に係る交通機関等
（同号の改定後に１箇月当たりの運賃等相
当額等が98,000円を超えることとなるとき
は、その者の利用するすべての交通機関等
）、同項第１号、第３号又は第４号に掲げ
る事由が生じた場合にあってはその者の利
用するすべての交通機関等につき、使用さ
れるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻
しを、企業長が別に定める月（以下この条
において「事由発生月」という。）の末日
にしたものとして得られる額（次号におい
て「払戻金相当額」という。） 

⑵ １箇月当たりの運賃等相当額等が98,000 
円を超えていた場合 次に掲げる場合の区 
分に応じ、それぞれ次に定める額 
ア イに掲げる場合以外の場合 前項各号
に掲げる事由に係る交通機関等について
の払戻金相当額にその者の１箇月当たり
の運賃等相当額と98,000円との差額の２
分の１を98,000円に加算した額をその者
の１箇月当たりの運賃等相当額で除して
得た数を乗じて得た額（事由発生月が支
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３ 第１項の規定により職員に前項に定める額
を返納させる場合において、返納に係る通勤
手当の任命権者と事由発生月の翌月以降に支
給される給与の任命権者が同一であるとき
は、企業長が別に定めるところにより当該給
与から当該額を差し引くことができる。 

 
（単身赴任手当） 

第17条の２ 単身赴任手当の月額は、30,000円
（企業長が別に定めるところにより算定した
職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離
（以下単に「交通距離」という。）が100キ
ロメートル以上である職員にあっては、その
額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応
じ、当該各号に定める額を加算した額）とす
る。 

 ⑴ 100キロメートル以上300キロメートル未
満 8,000円 

⑵ 300キロメートル以上500キロメートル未
満 16,000円 

⑶ 500キロメートル以上700キロメートル未
満 24,000円 

⑷ 700キロメートル以上900キロメートル未
満 32,000円 

⑸ 900キロメートル以上1,100キロメートル
未満 40,000円 

⑹ 1,100キロメートル以上1,300キロメート
ル未満 46,000円 

⑺ 1,300キロメートル以上1,500キロメート
ル未満 52,000円 

⑻ 1,500キロメートル以上2,000キロメート
ル未満 58,000円 

⑼ 2,000キロメートル以上2,500キロメート
ル未満 64,000千円 

⑽ 2,500キロメートル以上 70,000円 
２ 条例第10条の企業長が別に定めるやむを得
ない事情は、次に掲げる事情とする。 
⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係
と同様の事情にある者を含む。以下同じ。
）が疾病等により介護を必要とする状態に
ある職員若しくは配偶者の父母又は同居の
親族を介護すること。 

⑵ 配偶者が学校教育法（昭和22年法律第26

給単位期間に係る最後の月である場合に
あっては、０） 

イ 前条第１項第１号又は第２号に掲げる
通勤手当を支給されている場合 その者
の利用するすべての交通機関等について
の払戻金相当額及び企業長が別に定める
額の合計額にその者の１箇月当たりの運
賃等相当額等と98,000円との差額の２分
の１を98,000円に加算した額をその者の
１箇月当たりの運賃等相当額等で除して
得た数を乗じて得た額（事由発生月が同
項第１号又は第２号に定める期間に係る
最後の月である場合にあっては、０） 

３ 第１項の規定により職員に前項に定める額
を返納させる場合において、返納に係る通勤
手当の任命権者と事由発生月の翌月以降に支
給される給与の任命権者が同一であるとき
は、当該給与から当該額を差し引くことがで
きる。 

 
（単身赴任手当） 

第17条の２ 単身赴任手当の月額は、３万円（
企業長が別に定めるところにより算定した職
員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（
以下単に「交通距離」という。）が企業長が
別に定める距離以上である職員にあっては、
その額に、７万円を超えない範囲内で交通距
離の区分に応じて企業長が別に定める額を加
算した額）とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項に規定するもののほか、単身赴任手当
の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定
める。 
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号）第１条に規定する学校その他の教育施
設に在学している同居の子を養育するこ
と。 

⑶ 配偶者が引き続き就業すること。 
⑷ 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住
宅（企業長が別に定めるこれに準ずる住宅
を含む。）を管理するため、引き続き当該
住宅に居住すること。 

⑸ 配偶者が職員と同居できないと認められ
る前各号に類する事情 

３ 条例第10条本文及びただし書の企業長が別
に定める基準は、次の各号のいずれかに該当
することとする。 
⑴ 企業長が別に定めるところにより算定し
た通勤距離が60キロメートル以上であるこ
と。 

⑵ 企業長が別に定めるところにより算定し
た通勤距離が60キロメートル未満である場
合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状
況等から前号に相当する程度に通勤が困難
であると認められること。 

４ 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方
公共団体その他のこれに相当する手当の支給
を受ける場合には、その間、当該職員には単
身赴任手当は支給しない。 

５ 新たに条例第10条の職員たる要件を具備す
るに至った職員は、当該要件を具備している
ことを証明する書類を添付して、別記様式第
７号による単身赴任届により、配偶者等との
別居の状況等を速やかに任命権者（その委任
を受けた者を含む。以下同じ。）に届け出な
ければならない。単身赴任手当を受けている
職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変
更があった場合についても、同様とする。 

６ 前項の場合において、やむを得ない事情が
あると認められるときは、添付すべき書類
は、届出後速やかに提出することをもって足
りるものとする。 

７ 第５項の規定にかかわらず、任命権者にお
いて配偶者等との別居の状況等を確認するこ
とができる場合として企業長が別に定める場
合には、同項の規定による届出を要しない。 

８ 任命権者は、職員から第５項の規定による
届出があったときは、その届出に係る事実を
確認し、その者が条例第10条の職員たる要件
を具備するときは、その者に支給すべき単身
赴任手当の月額を決定し、又は改定しなけれ
ばならない。前項に規定する場合において
も、同様とする。 

９ 任命権者は、前項の規定により単身赴任手
当の月額を決定し、又は改定したときは、そ
の決定又は改定に係る事項を別記様式第８号
による単身赴任手当認定簿に記載するものと
する。 

10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例
第10条の職員たる要件を具備するに至った日
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の属する月の翌月（その日が月の初日である
ときは、その日の属する月）から開始し、職
員が同条に規定する要件を欠くに至った日（
企業長が別に定める場合にあっては、当該要
件を欠くに至った日以降の日で企業長が別に
定める日）の属する月（その日が月の初日で
あるときは、その日の属する月の前月）をも
って終わる。ただし、単身赴任手当の支給の
開始については、第６項の規定による届出が
これに係る事実の生じた日から15日を経過し
た後にされたときは、その届出を受理した日
の属する月の翌月（その日が月の初日である
ときは、その日の属する月）から行うものと
する。 

11 単身赴任手当を受けている職員にその月額
を変更すべき事実が生じたときは、その事実
の生じた日の属する月の翌月（その日が月の
初日であるときは、その日の属する月）から
その支給額を改定する。前項ただし書の規定
は、単身赴任手当の月額を増額して改定する
場合について準用する。 

12 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受
けている職員が条例第10条の職員たる要件を
具備しているかどうか及び単身赴任手当の月
額が適正であるかどうかを随時確認するもの
とする。 

13 任命権者は、前項の確認を行う場合におい
て、必要と認めるときは、職員に対し配偶者
等との別居の状況等を証明するに足る書類の
提出を求めることができる。 

14 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて
支給する。ただし、給料の支給日までにこれ
らの給与に係る事実が確認できない場合等
で、その日において支給することができない
ときは、その日後において支給することがで
きるものとする。 

 
 （高所作業従事職員の特殊勤務手当） 
第19条 （略） 
２ 高所作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第９号による高所作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３―４ （略） 
 

（深所作業従事職員の特殊勤務手当） 
第20条 （略） 
２ 深所作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第10号による深所作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 
 （坑内作業従事職員の特殊勤務手当） 
第21条 （略） 
２ 坑内作業従事職員の特殊勤務手当の支給に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（高所作業従事職員の特殊勤務手当） 
第19条 （略） 
２ 高所作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第３号による高所作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３―４ （略） 
 

（深所作業従事職員の特殊勤務手当） 
第20条 （略） 
２ 深所作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第４号による深所作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 
（坑内作業従事職員の特殊勤務手当） 
第21条 （略） 
２ 坑内作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
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関しては、別記様式第11号による坑内作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 

（塩素処理作業従事職員の特殊勤務手当） 
第22条 （略） 
２ 塩素処理作業従事職員の特殊勤務手当の支
給に関しては、別記様式第12号による塩素処
理作業従事実績簿に所要事項を記録し、これ
に基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（高圧電気作業従事職員の特殊勤務手当） 
第23条 （略） 
２ 高圧電気作業従事職員の特殊勤務手当の支
給に関しては、別記様式第13号による高圧電
気作業従事実績簿に所要事項を記録し、これ
に基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（除塵作業従事職員の特殊勤務手当） 
第24条 （略） 
２ 除塵作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第14号による除塵作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 

（鋼管内塗装検査従事職員の特殊勤務手当） 
第25条 （略） 
２ 鋼管内塗装検査従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第15号による鋼管
内塗装検査従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（充排水作業従事職員の特殊勤務手当） 
第26条 （略） 
２ 充排水作業従事職員の特殊勤務手当の支給
に関しては、別記様式第16号による充排水作
業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基
づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手 
当） 
第27条 （略） 
２ 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手
当の支給に関しては、別記様式第17号による
用地取得等折衝業務従事実績簿に所要事項を
記録し、これに基づいて支給するものとす
る。 

３ （略） 
 

（異常気圧内作業従事職員の特殊勤務手当） 

関しては、別記様式第５号による坑内作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 

（塩素処理作業従事職員の特殊勤務手当） 
第22条 （略） 
２ 塩素処理作業従事職員の特殊勤務手当の支
給に関しては、別記様式第６号による塩素処
理作業従事実績簿に所要事項を記録し、これ
に基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（高圧電気作業従事職員の特殊勤務手当） 
第23条 （略） 
２ 高圧電気作業従事職員の特殊勤務手当の支
給に関しては、別記様式第７号による高圧電
気作業従事実績簿に所要事項を記録し、これ
に基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（除塵作業従事職員の特殊勤務手当） 
第24条 （略） 
２ 除塵作業従事職員の特殊勤務手当の支給に
関しては、別記様式第８号による除塵作業従
事実績簿に所要事項を記録し、これに基づい
て支給するものとする。 

３ （略） 
 

（鋼管内塗装検査従事職員の特殊勤務手当） 
第25条 （略） 
２ 鋼管内塗装検査従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第９号による鋼管
内塗装検査従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（充排水作業従事職員の特殊勤務手当） 
第26条 （略） 
２ 充排水作業従事職員の特殊勤務手当の支給
に関しては、別記様式第10号による充排水作
業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基
づいて支給するものとする。 

３ （略） 
 

（用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手 
当） 
第27条 （略） 
２ 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手
当の支給に関しては、別記様式第11号による
用地取得等折衝業務従事実績簿に所要事項を
記録し、これに基づいて支給するものとす
る。 

３ （略） 
 

（異常気圧内作業従事職員の特殊勤務手当） 



 

第28条 （略） 
２ （略） 
３ 異常気圧内作業従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第18号による異常
気圧内作業従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

４ （略） 
 

（災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当） 
第29条 （略） 
２―３ （略） 
４ 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第19号による災害
応急作業等従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

５ （略） 
 

（爆発物取扱作業従事職員の特殊勤務手当） 
第30条 （略） 
２ （略） 
３ 爆発物取扱作業従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第20号による爆発
物取扱作業従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

４ （略） 
 
 （時間外勤務手当） 
第32条 （略） 
２―６ （略） 
７ 前各項の勤務１時間当たりの給与額は、給
料の月額（企業団の構成団体（以下「構成団
体」という。）から派遣された企業職員（以
下「派遣職員」という。）にあっては、派遣
職員が構成団体から支給される給料の月額
）、これに対する地域手当の月額、初任給調
整手当の月額及び次の各号に掲げる手当の月
額の合計額に12を乗じて得た額を１週間当た
りの勤務時間に52を乗じたものから７時間45
分に18を乗じたものを減じたもので除して得
た額とする。 
⑴―⑵ （略） 

 
 （時間外勤務手当等の支給） 
第35条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜
間勤務手当（以下「時間外勤務手当等」とい
う。）の支給に関しては、別記様式第21号によ
る時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿に
よって勤務を命ずるものとし、これによって職
員が実際に勤務した時間を基礎として支給する
ものとする。 
２―５ （略） 
 
 （管理職員特別勤務手当） 
第36条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
める額（勤務に従事した時間が６時間を超え

第28条 （略） 
２ （略） 
３ 異常気圧内作業従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第12号による異常
気圧内作業従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

４ （略） 
 

（災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当） 
第29条 （略） 
２―３ （略） 
４ 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第13号による災害
応急作業等従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

５ （略） 
 

（爆発物取扱作業従事職員の特殊勤務手当） 
第30条 （略） 
２ （略） 
３ 爆発物取扱作業従事職員の特殊勤務手当の
支給に関しては、別記様式第14号による爆発
物取扱作業従事実績簿に所要事項を記録し、
これに基づいて支給するものとする。 

４ （略） 
 
 （時間外勤務手当） 
第32条 （略） 
２―６ （略） 
７ 前各項の勤務１時間当たりの給与額は、企
業団の構成団体（以下「構成団体」という。
）から派遣された企業職員（以下「派遣職員
」という。）が構成団体から支給される給料
の月額、これに対する地域手当の月額、初任
給調整手当の月額及び次の各号に掲げる手当
の月額の合計額に12を乗じて得た額を１週間
当たりの勤務時間に52を乗じたものから７時
間45分に18を乗じたものを減じたもので除し
て得た額とする。 

 
⑴―⑵ （略） 

 
（時間外勤務手当等の支給） 

第35条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜
間勤務手当（以下「時間外勤務手当等」とい
う。）の支給に関しては、別記様式第15号によ
る時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿に
よって勤務を命ずるものとし、これによって職
員が実際に勤務した時間を基礎として支給する
ものとする。 
２―５ （略） 
 
 （管理職特別勤務手当） 
第36条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
める額とする。 



 

る場合の勤務にあっては、その額に100分の
150を乗じて得た額）とする。 
⑴ 条例第16条第１項に規定する場合 次に
掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務１回
につき、それぞれ次に定める額 

 
 
 ア 管理監督職員（第11条第１項に規定す

る管理監督職員をいう。以下同じ。）       
次に掲げる第11条第３項の表に掲げる区
分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） １種 12,000円 
（イ） ２種 10,000円 
（ウ） ３種 8,000円 
（エ） ４種 6,000円 
（オ） ５種 4,000円 
イ 広島県水道広域連合企業団一般職の任
期付職員の採用等に関する条例（令和６
年広島県水道広域連合企業団条例第２
号。以下「任期付職員条例」という。）
第２条の規定により任期を定めて採用さ
れた職員 次に掲げる当該職員が受ける
任期付職員条例第４条第１項の給料表の
号給又は同条第３項の規定による給料月
額に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） ６号給及び７号給並びに任期付職
員条例第４条第３項の規定による給
料月額 12,000円 

（イ） ５号給 10,000円 
（ウ） ２号給から４号給 8,000円 
（エ） １号給 6,000円 

⑵ 条例第16条第２項に規定する場合 次に
掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務１回
につき、6,000円を超えない範囲内におい
てそれぞれ次に定める額 

 ア 管理監督職員 次に掲げる第11条第３
項の表に掲げる区分に応じ、それぞれ次
に定める額 

 （ア） １種 6,000円 
（イ） ２種 5,000円 
（ウ） ３種 4,000円 
（エ） ４種 3,000円 
（オ） ５種 2,000円 
イ 任期付職員条例第２条の規定により任
期を定めて採用された職員 次に掲げる
当該職員が受ける任期付職員条例第４条
第１項の給料表の号給又は同条第３項の
規定による給料月額に応じ、それぞれ次
に定める額 

（ア） ６号給及び７号給並びに任期付職
員条例第４条第３項の規定による給
料月額 6,000円 

（イ） ５号給 5,000円 
（ウ） ２号給から４号給 4,000円 
（エ） １号給 3,000円 

２ 次に掲げる場合には、条例第16条第２項の

 
 

⑴ 条例第16第１項に規定する場合 同項の
勤務１回につき、12,000円を超えない範囲
内において次に定める額（勤務に従事した
時間が６時間を超える場合の勤務にあって
は、その額に100分の150を乗じて得た額） 
 
 
 
 
ア １種 12,000円 
イ ２種 10,000円 
ウ ３種 8,000円 
エ ４種 6,000円 
オ ５種 4,000円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⑵ 条例第16条第２項に規定する場合 同項 
の勤務１回につき、6,000円を超えない範
囲内において次に定める額 

 
 
 
 

ア １種 6,000円 
イ ２種 5,000円 
ウ ３種 4,000円 
エ ４種 3,000円 
オ ５種 2,000円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 条例第16条第１項の勤務をした後、引き続
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規定による管理職特別勤務手当を支給しな
い。この場合において、職員がした同条第２
項の勤務は、同条第１項の勤務とみなす。 

 ⑴ 条例第16条第１項の勤務をした後、引き
続いて同条第２項の勤務をした場合 

 ⑵ 条例第16条第２項の勤務をした後、引き
続いて同条第１項の勤務をした場合 

３ 管理職員特別勤務手当の支給に関しては、
別記様式第22号による管理職員特別勤務実績
簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給
するものとする。 

４―５ （略） 
 
 （期末手当） 
第36条の２ 期末手当の額は、期末手当基礎額
に、次の各号に掲げる区分に従い、期末手当
基準日（条例第16条の２に規定する期末手当
基準日をいう。以下同じ）以前３箇月以内（
期末手当基準日が12月１日であるときは、６
箇月以内）の期間におけるその者の在職期間
に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得
た額とする。 
⑴ ３月１日に係る期末手当 

ア 在職期間が３箇月の場合 100分の35 
イ 在職期間が２箇月15日以上３箇月未満
の場合 100分の28 

ウ 在職期間が１箇月15日以上２箇月15日
未満の場合 100分の21 

エ 在職期間が１箇月15日未満の場合 
100分の10.5 

⑵ ６月１日に係る期末手当 
ア 在職期間が３箇月の場合 100分の
107.5（管理職手当区分が１種から４種
までの職員のうち、職務の級が５級以上
の職員（休職にされている職員のうち、
第36条の５第１項に該当する職員以外の
職員を除く。）（以下「特定幹部職員」
という。））にあっては、100分の87.5
） 

イ 在職期間が２箇月15日以上３箇月未満
の場合 100分の86（特定幹部職員にあ
っては、100分の70） 

ウ 在職期間が１箇月15日以上２箇月15日
未満の場合 100分の64.5（特定幹部職
員にあっては、100分の52.5） 

エ 在職期間が１箇月15日未満の場合 
100分の32.25（特定幹部職員にあって
は、100分の26.25） 

⑶ 12月１日に係る期末手当 
ア 在職期間が６箇月の場合 100分の
107.5（特定幹部職員にあっては、100分
の87.5） 

イ 在職期間が５箇月以上６箇月未満の場
合 100分の86（特定幹部職員にあって
は、100分の70） 

ウ 在職期間が３箇月以上５箇月未満の場

いて同条第２項の勤務をした管理監督職員に
は、その引き続く勤務に係る同項の規定によ
る管理職特別勤務手当を支給しない。 

 
 
 
 
３ 管理職員特別勤務手当の支給に関しては、
別記様式第16号による管理職員特別勤務実績
簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給
するものとする。 

４―５ （略） 
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合 100分の64.5（特定幹部職員にあっ
ては、100分の52.5） 

エ 在職期間が３箇月未満の場合 100分
の32.25（特定幹部職員にあっては、100
分の26.25） 

２ 前項の期末手当基礎額は、それぞれの期末
手当基準日現在（退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員にあっては、退職し、若し
くは失職し、又は死亡した日現在）において
職員が受けるべき給料の月額（育児短時間勤
務職員にあっては、給料の月額を算出率で除
して得た額）及び扶養手当の月額並びにこれ
らに対する地域手当の月額の合計額とする。 

３ 次の各号に掲げる職員については、前項の
規定にかかわらず、同項に規定する合計額
に、給料の月額（育児短時間勤務職員にあっ
ては、給料の月額を算出率で除して得た額）
及びこれに対する地域手当の月額の合計額に
職務段階等を考慮して第１号の表に掲げる職
員の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて
得た額（第２号に掲げる管理又は監督の地位
にある職員にあっては、その額に給料月額（
育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を
算出率で除して得た額）に同号の表に掲げる
職員の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じ
て得た額を加算した額）を加算した額を第１
項の期末手当基礎額とする。 
⑴ 給料表の適用を受ける職員でその職務の
級が２級以上であるもの（職務の級が２級
である職員にあっては、企業長が別に定め
るもの）及び任期付職員条例第４条第１項
の給料表の適用を受ける職員 

職員 加算割合 

職務の級７級及び６
級の職員 

100分の20 

職務の級５級及び４
級の職員 

100分の15 

職務の級３級の職員 100分の10 

職務の級２級の職員
のうち企業長が別に
定めるもの 

100分の5 

任期付職員条例第４
条第１項の給料表の
５号給以上の号給及
び同条第３項の規定
により決定された給
料月額を受ける職員 

100分の20 

任期付職員条例第４
条第１項の給料表の
４号給及び３号給を
受ける職員 

100分の15 

任期付職員条例第４
条第１項の給料表の
２号給及び１号給を
受ける職員 

100分の10 

備考 この表に掲げられている職員のうち、
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企業長が特に認めるものについては、別
段の定めをすることができる。 

⑵ 特定幹部職員及び任期付職員条例第４条
第１項の給料表の適用を受ける職員（４号
給以下の号給を受ける職員を除く。）（休
職にされている職員のうち、第36条の５第
１項に該当する職員以外の職員を除く。）  

職員 加算割合 

特定幹部職員のうち
管理職手当区分が１
種の職を占める職員 

100分の25 

任期付職員条例第４
条第１項の給料表の
６号給以上の号給及
び同条第３項の規定
により決定された給
料月額を受ける職員 

100分の25 

特定幹部職員のうち
管理職手当区分が２
種の職を占める職員 

100分の15 

任期付職員条例第４
条第１項の給料表の
５号給の号給を受け
る職員 

100分の15 

特定幹部職員のうち
管理職手当区分が３
種又は４種の職を占
める職員 

100分の5 

上記に掲げる職員以
外の職員 

0 

４ 期末手当基準日において次の各号のいずれ
かに該当する職員は、条例第16条の２に規定
する職員には含まれないものとする。 
⑴ 現に休職（第36条の５第１項から第３項
までの規定による休職を除く。次条第５項
第１号及び第36条の６第１項において同
じ。）にされ、専従許可を受け、自己啓発
等休業をし、配偶者同行休業をし、第２号
介護休暇を受け、出生支援休暇を受け、又
は停職にされている職員 

⑵ 第10項各号のいずれかに該当する職員 
⑶ 育児休業をしている職員のうち、第36条
の６第１項に規定する職員以外の職員 

５ 第１項に規定する在職期間は、期末手当基
準日以前３箇月以内（期末手当基準日が12月
１日であるときは、６箇月以内）の期間にお
いて、職員として在職した期間のうち、次の
各号に掲げる期間を除算した期間とするもの
とする。 
⑴ 休職にされ、専従許可を受け、又は停職
にされていた期間（第36条の５第１項及び
第２項の規定による休職にされていた期間
を除く。） 

⑵ 自己啓発等休業をしている職員、配偶者
同行休業をしている職員、育児休業（次に
掲げる育児休業を除く。）をしている職
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員、第２号介護休暇を受けている職員又は
出生支援休暇を受けている職員として在職
した期間については、その２分の１の期間 
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部
が子の出生の日から広島県水道広域連合
企業団職員の休業等に関する規程（令和
５年広島県水道広域連合企業団管理規程
第29号。以下「休業等規程」という。）
第５条に規定する期間内にある育児休業
であって、当該育児休業の承認に係る期
間（当該期間が２以上あるときは、それ
ぞれの期間を合算した期間）が１箇月以
下である育児休業 

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部
が子の出生の日から休業等規程第５条
に規定する期間内にある育児休業以外の
育児休業であって、当該育児休業の承認
に係る期間（当該期間が２以上あるとき
は、それぞれの期間を合算した期間）が
１箇月以下である育児休業 

⑶ 育児短時間勤務職員として在職した期間
については、当該期間から当該期間に算出
率を乗じて得た期間を控除して得た期間の
２分の１の期間 

⑷ 休業等条例第38条第１項の規定による高
齢者部分休業（以下「高齢者部分休業」と
いう。）の承認を受けて勤務しなかった期
間については、その２分の１の期間 

⑸ 就業規則第39条第１項の規定による介護
支援部分休暇（以下「介護支援部分休暇」
という。）の承認を受けて勤務しなかった
期間については、その２分の１の期間 

６ 期末手当基準日の前日から前年の12月２日
又はその年の３月２日若しくは６月２日まで
の間において第36条の５第３項に規定する休
職の期間があった職員で、前項の規定により
算出された在職期間が１箇月15日未満（期末
手当基準日が12月１日であるときは、３箇月
未満）となるものの当該在職期間は、１箇月
15日（期末手当基準日が12月１日であるとき
は、３箇月）とする。ただし、期末手当基準
日の前日から前年の12月２日又はその年の３
月２日若しくは６月２日までの間において、
第36条の５第３項に規定する休職にされてい
た期間のほかに専従許可を受け、自己啓発等
休業をし、配偶者同行休業をし、育児休業を
し、第２号介護休暇を受け、出生支援休暇を
受け、停職にされ、若しくは刑事事件に関し
休職にされていた期間があった職員又は採用
日以降の期間が１箇月15日未満（期末手当基
準日が12月１日であるときは、３箇月未満）
である職員にあっては、この限りでない。 

７ 期末手当基準日以前３箇月以内（期末手当
基準日が12月１日であるときは、６箇月以内
）の期間において、国又は他の地方公共団体
の職員、特別職の職員、地方公営企業等労働
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関係法の適用を受ける職員（同法附則第５項
の適用を受けるものを含む。以下「企業職員
等」という。）その他企業長がこれらに準じ
ると認める者として在職した期間は、その者
が引き続いて条例の適用を受ける職員となっ
た場合に限り、これを第５項の在職期間に通
算することができるものとする。この場合に
おいては、第５項各号に掲げる期間に相当す
る期間を除算する。 

８ 期末手当の支給日は、次の表に掲げる基準
日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める
日とする。ただし、支給日欄に定める日が日
曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日
とし、同欄に定める日が土曜日に当たるとき
は同欄に定める日の前日とする。 

基準日 支給日 

３月１日 ３月15日 

６月１日 ６月30日 

12月１日 12月10日 

９ 企業長は、特別の事情により、前項の規定
により難いと認めるときは、前項の規定にか
かわらず、別に期末手当の支給日を定めるこ
とができるものとする。 

10 次の各号のいずれかに該当する者には、条
例第16条の２の規定にかかわらず、当該各号
の期末手当基準日に係る期末手当（第４号に
掲げる者にあっては、その支給を一時差し止
めた期末手当）は、支給しない。 
⑴ 期末手当基準日から当該期末手当基準日
に対応する期末手当支給日（条例第16条の
２に規定する期末手当支給日をいう。以下
同じ。）の前日までの間に法第29条第１項
の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

⑵ 期末手当基準日から当該期末手当基準日
に対応する期末手当支給日の前日までの間
に法第28条第４項の規定により失職した職
員 

⑶ 期末手当基準日前１箇月以内又は期末手
当基準日から当該期末手当基準日に対応す
る期末手当支給日の前日までの間に離職し
た職員（前２号に掲げる者を除く。）で、
その離職した日から当該期末手当支給日の
前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた
もの 

⑷ 次項の規定により期末手当の支給を一時
差し止める処分を受けた者（当該処分を取
り消された者を除く。）で、その者の在職
期間（条例の適用を受ける職員として在職
した期間（国又は他の地方公共団体の職
員、特別職の職員、企業職員等その他企業
長がこれらに準じると認める者が引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合は、
それらの者として在職した期間は、条例の
適用を受ける職員として在職した期間とみ
なす。）をいう。次項において同じ。）中
の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑
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に処せられたもの 
11 任命権者は、期末手当支給日に期末手当を
支給することとされていた職員で当該期末手
当支給日の前日までに離職したものが次の各
号のいずれかに該当する場合は、当該期末手
当の支給を一時差し止めることができる。 
⑴ 離職した日から当該期末手当支給日の前
日までの間に、その者の在職期間中の行為
に係る刑事事件に関して、その者が起訴（
当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑
が定められているものに限り、刑事訴訟法
（昭和23年法律第131号）第６編に規定す
る略式手続によるものを除く。第15項にお
いて同じ。）をされ、その判決が確定して
いない場合 

⑵ 離職した日から当該期末手当支給日の前
日までの間に、その者の在職期間中の行為
に係る刑事事件に関して、その者が逮捕さ
れた場合又はその者から聴取した事項若し
くは調査により判明した事実に基づきその
者に犯罪があると思料するに至った場合で
あって、その者に対し期末手当を支給する
ことが、公務に対する住民の信頼を確保
し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑
な実施を維持する上で重大な支障を生じる
と認めるとき。 

12 前項に規定する期末手当の支給を一時差し
止める処分（以下「一時差止処分」という。
）を行う場合には、別記様式第23号による一
時差止処分書により当該一時差止処分を受け
るべき者に通知しなければならない。 

13 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、
当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当
該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を
記載した別記様式第24号による処分説明書を
交付しなければならない。 

14 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査
法（平成26年法律第68号）第18条第１項本文
に規定する期間が経過した後においては、当
該一時差止処分後の事情の変化を理由に、そ
の理由を明示した書面で、当該一時差止処分
をした者に対し、その取消しを申し立てるこ
とができる。 

15 任命権者は、一時差止処分について、次の
各号のいずれかに該当するに至った場合に
は、速やかに当該一時差止処分を取り消し、
その旨を、当該一時差止処分を受けた者に通
知しなければならない。ただし、第３号に該
当する場合において、一時差止処分を受けた
者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事
件に関し現に逮捕されているときその他これ
を取り消すことが一時差止処分の目的に明ら
かに反すると認めるときは、この限りでな
い。 
⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止
処分の理由となった行為に係る刑事事件に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 
⑵ 一時差止処分を受けた者について、当該
一時差止処分の理由となった行為に係る刑
事事件につき公訴を提起しない処分があっ
た場合 

⑶ 一時差止処分を受けた者がその者の在職
期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴を
されることなく当該一時差止処分に係る期
末手当基準日から起算して１年を経過した
場合 

16 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分
後に判明した事実又は生じた事情に基づき、
期末手当の支給を差し止める必要がなくなっ
たとして当該一時差止処分を取り消すことを
妨げるものではない。 

17 任命権者は、一時差止処分を行おうとする
場合は、あらかじめ、企業長に対して別記様
式第27号による一時差止処分の実施に関する
通知書により通知しなければならない。一時
差止処分を取り消した場合も、同様とし、別
記様式第28号による一時差止処分の取消しに
関する通知書により、一時差止処分書及び処
分説明書の写しを添付して通知するものとす
る。 

 
（勤勉手当） 

第36条の３ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額
（第３項において準用する前条第３項各号に
規定する職員にあっては、同項各号の規定に
より得られる勤勉手当基礎額）に、その職員
の勤務成績による割合（第６項において「成
績率」という。）と勤務期間による割合（第
７項において「期間率」という。）とを乗じ
て得た額とする。この場合において、任命権
者が支給する勤勉手当の総額は、当該職員の
勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの勤勉
手当基準日（条例第16条の３に規定する勤勉
手当基準日をいう。以下同じ。）現在（退職
し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあ
っては、退職し、若しくは失職し、又は死亡
した日現在。次項において同じ。）において
受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する
地域手当の月額の合計額を加算した額に100
分の105（特定幹部職員にあっては、100分の
125）を乗じて得た額の総額を超えてはなら
ない。 

２ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの勤勉 
手当基準日現在において職員が受けるべき給 
料の月額（育児短時間勤務職員にあっては、 
給料の月額を算出率で除して得た額）及びこ 
れに対する地域手当の月額の合計額とする。 

３ 前条第３項の規定は、第１項の勤勉手当基 
礎額について準用する。この場合において、 
同条第３項中「前項」とあるのは、「第36条 
の３第２項」と読み替えるものとする。 

４ 前条第10項から第17項までの規定は、勤勉 
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手当の支給について準用する。この場合にお 
いて、同条第10項から第17項中「条例第16条 
の２」とあるのは「条例第16条の３」と、「 
期末手当基準日」とあるのは「勤勉手当基準 
日」と、「期末手当支給日」とあるのは「勤 
勉手当支給日（条例第16条の３に規定する勤 
勉手当支給日をいう。）」と読み替えるもの 
とする。 

５ 勤勉手当基準日において次の各号のいずれ
かに該当する職員は、条例第16条の３に規定
する職員には含まれないものとする。 
⑴ 現に休職にされ、専従許可を受け、自己
啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、第
２号介護休暇を受け、出生支援休暇を受
け、又は停職にされている職員 

⑵ 前項において準用する前条第10項各号の
いずれかに該当する職員 

⑶ 育児休業をしている職員のうち、第36条
の６第２項に規定する職員以外の職員 

６ 職員の成績率は、当該職員の職務について 
監督する地位にある者による勤務成績の証明 
に基づき、企業長が別に定めるものとする。 

７ 第１項の期間率は、次の各号に定めるとこ 
ろによるものとする。ただし、勤務期間のな 
い場合の割合は０とする。 
⑴ 勤務期間が６箇月の場合 100分の100 
⑵ 勤務期間が５箇月15日以上６箇月未満の
場合 100分の95 

⑶ 勤務期間が５箇月以上５箇月15日未満の
場合 100分の90 

⑷ 勤務期間が４箇月15日以上５箇月未満の
場合 100分の80 

⑸ 勤務期間が４箇月以上４箇月15日未満の
場合 100分の70 

⑹ 勤務期間が３箇月15日以上４箇月未満の
場合 100分の60 

⑺ 勤務期間が３箇月以上３箇月15日未満の
場合 100分の50 

⑻ 勤務期間が２箇月15日以上３箇月未満の
場合 100分の40 

⑼ 勤務期間が２箇月以上２箇月15日未満の
場合 100分の30 

⑽ 勤務期間が１箇月15日以上２箇月未満の
場合 100分の20 

⑾ 勤務期間が１箇月以上１箇月15日未満の
場合 100分の15 

⑿ 勤務期間が15日以上１箇月未満の場合 
100分の10 

⒀ 勤務期間が15日未満の場合 100分の5 
８ 前項に規定する勤務期間は、勤勉手当基準 

日以前６箇月以内の期間において、職員とし 
て在職した期間のうち、次の各号に掲げる期 
間を除算した期間とするものとする。 
⑴ 休職にされ、専従許可を受け、又は停職
にされていた期間（第36条の５第１項の規
定による休職にされていた期間を除く。） 
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⑵ 自己啓発等休業をしている職員、配偶者
同行休業をしている職員、育児休業（前条
第５項第２号ア及びイに掲げる育児休業を
除く。）をしている職員、第２号介護休暇
を受けている職員又は出生支援休暇を受け
ている職員として在職した期間 

⑶ 育児短時間勤務職員として在職した期間
から当該期間に算出率を乗じて得た期間を
控除して得た期間 

⑷ 条例第17条の４の規定により給与を減額
された期間（職員が育児休業法第19条第１
項の規定による部分休業（以下「部分休業
」という。）の承認を受けて勤務しない場
合を除く。） 

⑸ 部分休業又は就業規則第40条の規定によ
る子育て支援部分休暇の承認を受けて勤務
しなかった期間が30日を超える場合には、
その勤務しなかった全期間 

⑹ 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾
病又は通勤による負傷若しくは疾病を除
く。）により勤務しなかった期間から週休
日、就業規則第20条第１項に規定する時間
外勤務代休時間を指定された日並びに条例
第14条第３項に規定する祝日法による休日
等及び年末年始の休日等（以下「週休日等
」という。）を除いた日が30日を超える場
合には、その勤務しなかった全期間 

⑺ 就業規則第35条第１項第２号に規定する
第１号介護休暇により勤務しなかった期間
から週休日等を除いた日が30日を超える場
合には、その勤務しなかった全期間 

⑻ 就業規則第37条第１項に規定する介護時
間により勤務しなかった期間が30日を超え
る場合には、その勤務しなかった全期間 

⑼ 介護支援部分休暇の承認を受けて勤務し
なかった期間 

⑽ 勤勉手当基準日以前６箇月の全期間にわ
たって勤務した日がない場合（公務上の負
傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しく
は疾病により勤務した日がない場合を除
く。）には、前各号の規定にかかわらず、
その全期間 

９ 勤勉手当基準日以前６箇月以内の期間にお 
いて、国又は他の地方公共団体の職員、特別 
職の職員、企業職員等、その他企業長がこれ 
らに準じると認める者としての在職期間は、 
その者が引き続いて条例の適用を受ける職員 
となった場合に限り、これを前項の職員とし 
て在職した期間として通算することができる 
ものとする。この場合においては、前項各号 
に掲げる期間に相当する期間を除算する。 

10 勤勉手当の支給日は、次の表に掲げる基準
日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める
日とする。ただし、支給日欄に定める日が日
曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日
とし、同欄に定める日が土曜日に当たるとき
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は同欄に定める日の前日とする。 

基準日 支給日 

６月１日 ６月30日 

12月１日 12月10日 

11 企業長は、特別の事情により、前項の規定
により難いと認めるときは、前項の規定にか
かわらず、別に勤勉手当の支給日を定めるこ
とができるものとする。 

 
（給与の減額） 

第36条の４ 条例第17条の４の企業長が別に定
める場合は、次に掲げる場合とする。 
⑴ 広島県水道広域連合企業団職員の職務に
専念する義務の特例に関する条例（令和５
年広島県水道広域連合企業団条例第14号）
第２条の規定によって職務に専念する義務
を免除された場合（企業長が別に定める場
合を除く。） 

⑵ 広島県水道広域連合企業団職員の職務に
専念する義務の特例に関する規程（令和５
年広島県水道広域連合企業団管理規程第30
号）第２条第６号に規定する場合で勤務し
ないことについて任命権者の承認があった
場合 

⑶ その他法令の規定により勤務しないこと
について任命権者の承認があった場合（部
分休業及び高齢者部分休業について任命権
者の承認があった場合を除く。） 

２ 条例第17条の４及び就業規則第35条第７項
（就業規則第37条第３項、第39条第５項、第
40条第３項又は第42条の４第４項において準
用する場合を含む。以下この条において同
じ。）に規定する勤務１時間当たりの給与額
は、第32条第７項に規定する額とする。 

３ 第１項第１号の規定に係る承認があった場
合において、職員が国又は他の地方公共団体
等の事務に従事したことに対して報酬を受け
たときは、当該職員の職務に専念する義務を
免除された期間について、１時間につき、前
項の規定による勤務１時間当たりの給与額を
減額した給与を支給するものとする。 

４ 条例第17条の４、就業規則第35条第７項又
は前項の規定によって給与を減額する場合に
おいては、給与の減額の基礎となる勤務しな
い時間数は、その月の全時間数によって計算
するものとし、この場合において、１時間未
満の端数を生じたときは、その端数が30分以
上のときは１時間とし、30分未満のときは切
り捨てるものとする。 

５ 条例第17条の４、就業規則第35条第７項又
は第３項の規定によって給与を減額した場合
においては、減額すべき給与額は、減額すべ
き事由の生じた計算期間の分を次の計算期間
以降の給料、初任給調整手当、地域手当及び
特地勤務手当（以下この項においてこれらを
「給料等」と総称する。）から差し引くもの
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とする。ただし、職員の異動、退職、死亡、
休職（次条第１項及び第２項の規定による休
職を除く。）、専従許可、自己啓発等休業、
配偶者同行休業、育児休業、第２号介護休
暇、出生支援休暇、停職等により、減額すべ
き給与額を給料等から差し引くことができな
いときは、条例の規定に基づくその他の未支
給の給与から差し引くものとする。 

 
（休職者の給与） 

第36条の５ 職員が公務上負傷し、若しくは疾
病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償
法（昭和42年法律第121号）第２条第２項及
び同条第３項に規定する通勤をいう。以下同
じ。）により負傷し、若しくは疾病にかか
り、法第28条第２項第１号に掲げる事由に該
当して休職にされたときは、その休職の期間
中、これに給与の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾
被爆者に対する援護に関する法律（平成６年
法律第117号）第11条第１項に規定する厚生
労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病に
より法第28条第２項第１号に掲げる事由に該
当して休職にされたときは、その休職の期間
が満２年に達するまでは、これに給料、扶養
手当、地域手当及び住居手当並びに期末手当
及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、任
命権者は、特に必要があると認めるときは、
予算の範囲内において更に１年まで延長し
て、これを支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第
28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休
職にされたときは、その休職の期間が満２年
に達するまでは、これに給料、扶養手当、地
域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並
びに期末手当及び勤勉手当を支給することが
できる。 

４ 職員が法第28条第２項第２号に掲げる事由
に該当して休職にされたときは、その休職の
期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及
び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給
することができる。 

５ 第３項の規定による休職者の期末手当につ
いては、期末手当基準日以前３箇月以内（期
末手当基準日が12月１日であるときは、６箇
月以内）の期間におけるその者の在職期間か
ら当該在職期間内におけるその者の同項の規
定による休職の期間を除いた期間（以下「休
職期間を除いた在職期間」という。）に応ず
る期末手当を支給するものとする。 

６ 前項の場合において、休職期間を除いた在
職期間が１箇月15日（期末手当基準日が12月
１日であるときは、３箇月）に満たない者（
期末手当基準日以前３箇月以内（期末手当基
準日が12月１日であるときは、６箇月以内）
において、第３項に規定する休職にされてい
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た期間のほかに専従許可を受け、自己啓発等
休業をし、配偶者同行休業をし、育児休業を
し、第２号介護休暇を受け、出生支援休暇を
受け、停職にされ、若しくは刑事事件に関し
休職にされていた期間があった職員又は採用
日以降の期間が１箇月15日未満（期末手当基
準日が12月１日であるときは、３箇月未満）
である職員を除く。）の期末手当について
は、第36条の２第１項各号のエの割合はこれ
らの規定にかかわらずそれぞれ同項各号のア
に掲げる割合に100分の48を乗じて得た割合
を超えない範囲内において、第36条の２第１
項各号のエに規定する期末手当の割合に第36
条の３の規定に基づき、その者に支給される
勤勉手当の割合を加えた割合が、第36条の２
第１項各号のアに規定する期末手当の割合に
100分の48を乗じて得た割合に達しないこと
となる場合においては、その差に相当する割
合を、その者に適用される第36条の２第１項
各号のエに規定する割合に加えて得た割合と
する。 

７ 第２項ただし書又は第３項の規定の適用を
受ける職員が、第２項ただし書又は第３項に
規定する期間内で、期末手当基準日又は勤勉
手当基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡
したときは、当該各項の例による額の期末手
当及び勤勉手当を支給することができる。た
だし、その退職し、又は死亡した時が休職
中、専従許可の有効期間中、自己啓発等休業
中、配偶者同行休業中、第２号介護休暇中、
出生支援休暇中又は停職中であったもの及び
育児休業をしている職員のうち次条第２項に
規定する職員以外の職員であったもの並びに
第36条の２第11項第１号又は第２号のいずれ
かに該当する職員については、この限りでな
い。 

８ 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当
及び勤勉手当の支給については、第36条の２
第10項から第17項（第36条の３第４項におい
て準用する場合を含む。）の規定を準用す
る。この場合において第36条の２第10項中「
条例第16条の２」とあるのは、「第36条の５
第７項」と読み替えるものとする。 

 
（育児休業を取得している職員の給与） 

第36条の６ 条例第17条の６第２項の企業長が
別に定める職員は、期末手当にあっては、条
例第16条の２に規定するそれぞれの期末手当
基準日に育児休業をしている職員のうち、期
末手当基準日以前３箇月以内（期末手当基準
日が12月１日であるときは、６箇月以内）の
期間において勤務した期間（休暇の期間その
他勤務しないことにつき特に承認のあった期
間のうち、休職にされ、専従許可を受け、自
己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、育
児休業をし、第２号介護休暇を受け、出生支
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援休暇を受け、又は停職にされていた期間以
外の期間を含む。）がある職員とし、当該職
員には、当該期末手当基準日に係る期末手当
を支給する。 

２ 条例第17条の６第２項の企業長が定める職
員は、勤勉手当にあっては、条例第16条の３
に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に育児
休業をしている職員のうち、勤勉手当基準日
以前６箇月以内の期間において勤務した期間
がある職員とし、当該職員には、当該勤勉手
当基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 
 （給与からの控除） 
第36条の７ 職員の給与の支給に際しては、そ
の給与から次の各号に掲げるものの額に相当
する額を控除することができる。 
⑴ 企業団が設置する公舎の使用料 
⑵ 広島県市町村共済組合の定額積立貯金の
積立金 

⑶ 広島県市町村共済組合の団体取扱いに係
る生命保険の保険料 

 
 （特定の職員についての適用除外） 
第37条 第12条の２の規定は、特定管理職員に
は適用しない。 

２―３ （略） 
４ 第11条の２から第12条の２までの規定は、
任期付短時間勤務職員には適用しない。 

 
附 則 

１―２ （略） 
（病気休暇等に関する経過措置） 

３ 当分の間、条例第17条の４の規定にかかわ
らず、職員が次の各号に掲げる事由により、
それぞれ当該各号に定める日から起算して90
日（精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律（昭和25年法律第123号）第５条に規定す
る精神障害者にあっては、180日）を超えて
引き続き勤務しないときは、その期間経過後
の当該事由に係る期間の給与は、１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の半額を減額
して支給する。 
⑴ 負傷（公務上の負傷及び通勤による負傷
を除く。）又は疾病（公務上の疾病及び通
勤による疾病を除き、予防注射又は予防接
種による著しい発熱等の場合を含む。）を
原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始
の日 

⑵ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
第68条の規定による就業禁止の措置 当該
措置の開始の日 

４ 前項に規定する勤務しない期間には、病気
休暇等（特定病気休暇（就業規則第32条第４
項に規定する特定病気休暇をいう。以下同
じ。）又は前項第２号に規定する就業禁止の
措置をいう。以下同じ。）の日（１日の勤務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 （特定の職員についての適用除外） 
第37条 第16条の規定は、特定管理職には適用
しない。 
２―３ （略） 
 
 
 

附 則 
１―２ （略） 
 

https://www1.g-reiki.net/union.suido-kagawa/reiki_honbun/u314RG00000065.html?id=j25_k2
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

時間の一部を病気休暇等により勤務しない日
を含む。）のほか、同項各号に掲げる事由に
係る療養期間中の週休日、条例第14条第３
項に規定する休日が含まれるものとする。 

５ 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き
続いている場合においては、当該病気休暇等
の開始の日から起算して90日（当該病気休暇
等が精神疾患による場合にあっては、180日
）の引き続き勤務しない期間を経過した後の
引き続く病気休暇等により勤務しない期間の
給与は、１時間につき、第32条第７項に規定
する勤務１時間当たりの給与額の半額を減額
して支給する。 

６ 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は
疾病による病気休暇等が引き続いている場合
においては、次項に規定する場合を除き、当
初の病気休暇等の開始の日から起算して90日
（当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が
精神疾患による場合にあっては、180日）の
引き続き勤務しない期間を経過した後の引き
続く病気休暇等により勤務しない期間の給与
は、１時間につき、第32条第７項に規定する
勤務１時間当たりの給与額の半額を減額して
支給する。 

７ 病気休暇等の開始の日から起算して90日を
経過した後180日を経過するまでの間に精神
疾患が治癒し、精神疾患以外の疾病又は負傷
による病気休暇等が引き続いている場合にお
いては、当該疾病又は負傷による病気休暇等
により勤務しない期間の給与は、１時間につ
き、第32条第７項に規定する勤務１時間当た
りの給与額の半額を減額して支給する。 

８ 前３項の規定の適用については、生理休暇
等の期間その他の企業長が定める期間の前後
の勤務しない期間は、引き続いているものと
する。 

９ 第４項から前項までに定めるもののほか、
第３項の規定による給与の半減に関し必要な
事項は、企業長が別に定める。 
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附則の次に次の別表を加える。 

 別表（第１条の２関係） 

 

給料表 

  
職務 

の級 
１ 級 ２  級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 

  号給 
給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 
    円 円 円 円 円 円 円 

  1   185,500 267,300 303,200 357,200 444,800 471,200 520,100 

  2   186,600 268,300 304,700 358,900 448,800 475,200 524,100 

  3   187,800 269,300 306,200 360,500 454,800 481,200 530,100 

  4   188,900 270,300 307,600 362,100 462,800 489,200 538,100 

                   

  5   190,000 271,300 308,600 363,700       

  6   191,700 272,300 309,600 365,500       

  7   193,300 273,300 310,600 367,000       

  8   194,900 274,300 311,800 368,600       

                   

  9   196,600 275,300 313,000 370,000       

  10   198,200 276,300 314,600 371,600       

  11   199,800 277,300 316,200 373,200       

  12   201,400 278,400 317,800 374,700       

                   

  13   203,000 279,400 319,100 376,600       

  14   204,700 280,700 320,700 378,500       

  15   206,400 282,000 322,300 380,400       

  16   208,100 283,200 323,900 382,200       

                   

  17   209,400 284,500 325,400 383,700       

  18   211,000 285,800 327,100 385,500       

  19   212,600 287,000 328,700 387,200       

  20   214,100 288,200 330,200 388,800       

                   

  21   215,600 289,300 331,600 390,500       

  22   217,200 290,500 333,300 391,900       

  23   218,800 291,800 334,600 393,300       

  24   220,400 293,100 336,200 394,700       

                   

  25   222,000 294,400 337,400 396,100       

  26   223,700 295,400 339,300 397,300       

  27   225,000 296,400 340,900 398,500       

  28   226,300 297,500 342,500 399,500       

                   

  29   227,600 298,600 343,800 400,600       

  30   228,700 299,800 345,400 401,800       

  31   229,800 300,900 347,000 402,900       

  32   230,900 302,100 348,600 404,000       

                   

  33   232,000 303,300 350,200 404,700       

  34   233,500 304,600 351,900 405,400       



 

  35   235,000 305,900 353,700 406,100       

  36   236,500 307,200 355,500 406,800       

                   

  37   238,000 308,500 357,000 407,400       

  38   239,500 309,800 358,400 408,000       

  39   241,000 311,100 359,800 408,500       

  40   242,500 312,400 361,200 408,900       

                   

  41   244,000 313,700 362,700 409,300       

  42   245,400 315,000 364,100 409,500       

  43   246,800 316,300 365,400 409,800       

  44   248,200 317,400 366,900 410,100       

                   

  45   249,400 318,300 368,100 410,400       

  46   250,600 319,600 369,100 410,700       

  47   251,800 320,900 370,200 411,000       

  48   253,000 322,200 371,400 411,300       

                   

  49   254,100 323,400 372,300 411,500       

  50   255,200 324,700 373,300 411,800       

  51   256,300 325,900 374,300 412,100       

  52   257,400 327,100 375,200 412,400       

                   

  53   258,400 328,400 376,200 412,600       

  54   259,400 329,500 377,100 412,900       

  55   260,400 330,600 378,000 413,200       

  56   261,400 331,700 378,900 413,500       

                   

  57   262,400 332,400 379,700 413,700       

  58   263,300 333,300 380,400 414,000       

  59   264,200 334,000 381,200 414,300       

  60   265,100 334,800 382,000 414,500       

                   

  61   265,900 335,600 382,600 414,700       

  62   266,700 336,000 383,300 415,000       

  63   267,500 336,600 384,000 415,300       

  64   268,300 337,300 384,700 415,500       

                   

  65   269,000 338,100 385,200 415,700       

  66   269,800 338,800 385,900 416,000       

  67   270,600 339,500 386,500 416,300       

  68   271,300 340,100 387,100 416,500       

                   

  69   272,000 340,600 387,500 416,700       

  70   272,800 341,200 388,100 417,000       

  71   273,600 341,700 388,700 417,300       

  72   274,300 342,300 389,300 417,500       

                   

  73   275,000 342,600 389,700 417,700       

  74   275,800 343,100 390,200         

  75   276,600 343,500 390,700         

  76   277,300 343,900 391,300         



 

                   

  77   278,000 344,300 391,600         

  78   278,700 344,800 392,000         

  79   279,400 345,300 392,300         

  80   280,100 345,800 392,700         

                   

  81   280,800 346,100 393,000         

  82   281,500 346,500 393,300         

  83   282,200 346,900 393,600         

  84   282,900 347,300 393,900         

                   

  85   283,500 347,600 394,100         

  86   284,200 348,000 394,400         

  87   284,800 348,400 394,700         

  88   285,500 348,800 394,900         

                   

  89   286,100 349,000 395,100         

  90   286,800 349,400 395,300         

  91   287,400 349,800 395,500         

  92   288,100 350,200 395,700         

                   

  93   288,700 350,400 395,900         

  94     350,800 396,100         

  95     351,200 396,300         

  96     351,500 396,500         

                   

  97     351,800 396,700         

  98     352,200           

  99     352,600           

  100     353,000           

                   

  101     353,500           

  102     353,900           

  103     354,300           

  104     354,700           

                   

  105     355,200           

  106     355,600           

  107     355,900           

  108     356,200           

                   

  109     356,700           

          
 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号を別記様式第５号とし、附則の次に次の４様式を加える。 

 別記様式第１号（第11条の２関係） 

扶養親族届 
年 月 日提出 

任命権者 
様 

勤務事業所名  

職 名  氏 名   

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程第 11 条の２第５項の規定に基づき、
次のとおり届け出ます。（証拠書類   通添付) 

届出の理由(該当する□にレ印を付する。) 
□１ 新たに職員となった又は新たに給与条例第６条の規定の適用の対象となった 
□２ 特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった 
□３ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある  
□４ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある 
※ 1・3・4 については、特定管理職員にあっては子に係る事由が生じた場合に限る。 

扶養親族の名前 続柄 
生年月
日 

同居・別居
の別 

所得の年額 届出事実
の発生年
月日 

届出の事由 
(別居の場合
は住所） 

所得の
種類 

金額 

        

（中   略） 

        

記入上の注意 
 
  １ 「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その

旨を併せて)記入する。 
  ２ 「同居・別居の別」欄で、別居の場合の住所地は市区町村名まで記入する。 
  ３ 「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な

所得がある場合に、これらの種類ごとにその年額(見込額）を記入する。 
  ４ 「届出の事由」欄には、届出の理由の３又は４に該当する場合にその事由（例え

ば出生、死亡、満 60 歳以上等）を それぞれ記入する。 

参考 （上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいる場合、配偶者が給与条例
適用職員であって、別途扶養手当を受給している場合等、認定上参考になると思
われる事項があれば記入する。） 

 

※任命権者記入欄 

 上記のとおり認定する。 
 

年  月  日 
 
職名     氏名          

     

取 扱 者 
確 認 欄 

    

    
 

 

 

 



 

別記様式第２号（第11条の２関係） 

扶養手当認定簿 

職員の区分 
□ 特定管理職員以外の職員  
□ 特定管理職員 
 （     年 月 日から） 

氏  名  

１ 扶養親族の状況 

扶養親族の氏名 続柄 
生年月日 
(加算開始時期) 

届出提出
(受理) 
年月日 

届出事実
の発生 
年 月 日 

届出の事由 

支給の始期・
終期 
(満２２歳年

度末) 

  
年 月 日 
（ 年４月～） 

年 月 日 年 月 日  年 月 分 から 

年 月 日 年 月 日  
年 月 分 まで 
（  ）  ⑶ 

（中   略） 

  
年 月 日 
（ 年４月～） 

年 月 日 年 月 日  年 月 分 から 

年 月 日 年 月 日  
年 月 分 まで 
（  ）  ⑶ 

２ 扶養手当の月額の認定（支給額の改定） 

支給開始 (終了
)・支給額改定時
期 

認定扶
養親族
(子以
外) 

認定扶
養親族 
(子) 

 
扶養手当
の月額 

認 定 等
の事由 

任命権者の認定(確認)欄 

うち加算
措置対象 

認定(確認) 
年 月 日 

職・氏名 

年 月分 
から 
まで 

（人） （人） （人） （円） 
  年 月 日  

（中   略） 

年 月分 
から 
まで 

（人） （人） （人） （円） 
  年 月 日  

３ 備考 

 

 

〈記入上の注意〉 

１ 「職員区分」欄には、職員の区分に応じ、該当する□にレ印をつける。  

２ 「生年月日（加算開始時期）」欄には、加算措置の対象となる子について、加算開始 

の時期を（  ）内に記入する。 

３ 「届出提出〈受理〉年月日〉欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異 

なる場合にあっては、届出受理日を（  ）書で付記する。 

４ 「支給の始期・終期〈満 22 歳年度末〉〉欄の（  ）内には、子・孫・弟妹が満 22
歳年度末により支給要件を喪失する時期を記入する。 

５ 子・孫・弟妹が満 22 歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出提出〈受理〉
年月日〉欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」
欄には、「満 22 歳年度末」と記入する。 

６ 特定管理職員以外の職員が特定管理職員となり支給要件を喪失する扶養親族がいる場
合は、「届出提出（受理）年月日」欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しな
い。なお、「届出の事由」欄には、「特定管理職員への異動」と記入する。 

７ 「備考」欄は、扶養親族及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。 
 

 



 

別記様式第３号（第12条の２関係） 

住居届 
年 月 日提出 

任命権者 
様 

勤務事業所名  

職 名  氏 名   

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程第 12 条の２第４項の規定に基づき、
居住の実情を届け出ます。（契約書等証明書類   通添付) 
届出の理由(該当する□にレ印を付する。) 
□１ 新  規(□第１項第１号 □第１項第２号) 
□２ 支給要件の喪失(□第１項第１号 □第１項第２号) 
□３ 転  居(１又は２に該当する場合を除く) □４ 契約関係の変更 
□５ 家賃額の改定                   （届出の理由が生じた日） 
□６ その他（           ）             年  月  日 

給
与
条
例
第
８
条
第
１
項
第

１
号 

契約開始日 年 月 日から 住宅への入居日   年  月  日 

住宅の所在
地 

 
住宅所有者 続柄( ) 住 所  

住宅の貸主 続柄( ) 住 所  

住宅の借主 □本人 □扶養親族 続柄( ) 共同名義人が□いない 続柄( )    
                      □いる  続柄( ) 

家 賃 等 
月額     円 
( 年 月 日から) 

左記家賃等には 
□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。
（光熱費込みの下宿代） 
□食費等が含まれている。(まかない付下宿代) 

給
与
条
例
第
８
条
第
１
項
第

２
号 

契約開始日 年 月 日から 住宅への入居日   年  月  日 

住宅の所在
地 

 

住宅所有者 続柄( ) 住 所  

住宅の貸主 続柄( ) 住 所  

住宅の借主 
□本人 □扶養親族 続柄( ) 共同名義人が□いない 続柄( )    
                      □いる  続柄( ) 

家 賃 等 
月額    円 
( 年 月 日から) 

左記家賃等には 
□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。
（光熱費込みの下宿代） 
□食費等が含まれている。(まかない付下宿代) 

□ 給与条例第８条第１項第１号    □ 給与条例第８条第１項第２号 
         □確認する。 
 上記のとおり  □確認し、規程第 12 条の２第９項に規定する家賃の額に相当する額は 

円であると算定する。（給与条例第８条第１項第１号） 
         □確認し、規程第 12 条の２第９項に規定する家賃の額に相当する額は   

円であると算定する。（給与条例第８条第１項第２号） 

年  月  日 
 
職名        氏名 

取扱者 
確認欄     

    

    

記入上の注意 
１ 「届出の理由」欄中新規及び支給要件の喪失については、届出に係る住宅の種類に応
じて、職員が居住する借家・借間にあっては第１項第１号、配偶者等が居住する借家・
借間にあっては第１項第２号のそれぞれ該当する箇所にレ印を付するものとする。 

２ 「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費若しくは
店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転
貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まない額を記入する｡ただし、居住に関する
支払額に電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合(例：光熱費込みの下宿代)
又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合(例：まかない付下宿代)で家賃に
相当する額の算出が困難なときは、光熱費、食費等を含めた額(光熱費込みの下宿代又は
まかない付下宿代)を記入して差し支えない。なお、この場合には該当するものにレ印を
付するものとする。 

 



 

別記様式第４号（第12条の２関係） 

住居手当認定簿 
  異動後の所属 
  

所属     
氏
名 

 

届出の理由 

提出年
月 日 

受 理 年
月 日 

該当条文（決定家
賃等） 

支給の始
期 等 

住
居
手 

当
の
月 

額 

給与条例
第８条及
び給与規
程第 12 条
の２の規
定に従い
左記のと
おり決定(
改 定 ) す
る。   

備考 発生年月日 
（改定年月

日） 

内
容 

 年 月 日 
から 
まで  

 年月日 年 月 日 

□給与条例第８条第
１ 項 第 １ 号 （   
円） 
 
□給与条例第８条第
１ 項 第 ２ 号 （   
円） 

 年 月 日 
から 
まで 

 

 年 月 日 

職名 

氏名         

 

 年 月 日 
から 
まで 

 年 月 日 年 月 日 

□給与条例第８条第
１ 項 第 １ 号 （   
円） 
 
□給与条例第 11 条の
５第１項第２号（   
円） 

 年 月 日 
から 
まで 

 

 年 月 日 

職名 

氏名         

 

（中略） 

 年 月 日 
から 
まで 

 
   

年 月 日 
   

年 月 日 

□給与条例第８条第
１ 項 第 １ 号 （   
円） 
 
□給与条例第 11 条の
５第１項第２号（   
円） 

 年 月 日 
から 
まで 

 

 年 月 日 

職名 

氏名         

 

 年 月 日 
から 
まで 

 
   

年 月 日 
   

年 月 日 

□給与条例第８条第
１ 項 第 １ 号 （   
円） 
 
□給与条例第８条第
１ 項 第 ２ 号 （   
円） 

 年 月 日 
から 
まで 

 

 年 月 日 

職名 

氏名         

 

備考 

 

 

  



 

別記様式第２号を別記様式第６号とし、同様式中「98,000円」を「150,000円」に、

「規程第13条第２項」を「規程第13条第３項」に、「規程第13条第５項」を「規程第

13条第６項」に改め、同様式の次に次の２様式を加える。 

 別記様式第７号（第17条の２関係） 

単身赴任届 
    年  月  日提出 

任命権者 
様 

職
名 

  
氏
名 

  
 

勤務事業所名   所在地   

届出の理由 
□1 新規 □2 異動 □3 転居(□本人□配偶者) □4 その他(     ) 

上記事実の発生年月日    年  月  日 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第 17 条の２
第５項の規定に基づき、次のとおり配偶者等との別居の状況等を届け出ます。(住民票等証
明書類  通添付) 
１ 異動直前の居住状況等 

異 動 の 発 令 年 月 日 年 月 日   

本人の住居   

同 居 者 
□配偶者 □子(生年月日    ) □子(生年月日      ) 

□子(生年月日    ) □子(生年月日      ) 

  
２ 現在の居住状況等 

配偶者と別居した年月日 年  月  日   

配 偶 者 と 別居した事情   

本 人 の 住 居   
入 居 年 月

日 
 年  月  日 

本人の住居における同居
者 

□子(生年月日   ) □子(生年月日    ) 
□子(生年月日      ) 
□その他(続柄  ) □その他(続柄  )  
□その他(続柄  ) □その他(続柄  ) 

配 偶 者 の 住 居 異動直前の本人の住居と 
□同じ。 
□異なる。(入居年月日) 

異動直前の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法 ２号紙の(1)に記入 

配偶者の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法 ２号紙の(2)に記入 

配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法 ２号紙の(3)に記入 

※任命権者記入欄 

上 記 の
とおり 

□確認する。 
□確認し、 

  
□単身赴任手当の月額を  円と決定する。 
□規程第 17 条の２第１項の規定による加算額を  円、

単身赴任手当の月額を  円と決定する。 

    年  月  日 
  

職名    氏名          

取 扱
者 確
認 欄 

     

    

(「記入上の注意」については、裏面を参照のこと。) 
 



 

〔裏 面〕 

記入上の注意 
１ 「届出の理由」欄には、該当する理由の□にレ印を付し(新規の場合は理由の１のみにレ
印を付する。)、理由の 4 に該当する場合は内容を( )内に記入する。 

２ 「届出の理由」欄中「2異動」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、さらに
事業所を異にする異動をした場合の当該異動をいい、「3転居」とは、既に単身赴任手当の
支給を受けている者が、さらに住居を移転した場合の当該転居をいう。 

３ 配偶者のない者にあっては、「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた 18 歳に達
する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子」と読み替えて記入する。 

４ 届出の理由の 1 以外に該当する場合は「１ 異動直前の居住状況等」は記入を要しない。 
５ 「１ 異動直前の居住状況等」及び「２ 現在の居住状況等」において「異動」とは、別 

居の原因となった事業所を異にする異動又は企業長が別に定める異動等をいう。 
６ 在勤する事業所が移転した者にあっては、「異動」とあるのを「移転」と読み替えて記 
入する。 
７ 新たに給料表の適用を受けることとなった者にあっては、「異動」とあるのを「適用」 
と読み替えて記入する。 

８ 異動に伴い配偶者と別居した場合で、配偶者の住居が異動直前の本人の住居と同じとき 
は、「配偶者の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法」欄は記入を要しない。 

９ 異動に伴って配偶者とともに住居を移転し、その後に配偶者と別居した場合は、「異動 
直前の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法」欄は記入を要しない。 

10 「通勤(交通)方法の別」欄には通勤等の順路に従い、徒歩、○○線等の別を記入する。 
11 別居後に配偶者を欠くこととなった場合は、異動直前に配偶者がないものとした場合に 
ついて記入する。 

12 ※欄は記入しないこと。 
(1) 異動直前の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法 

順
路 

通勤
方法
の別 

区間 

※
任
命
権
者

記
入
欄 

順
路 

通勤
方法
の別 

区間 距離 

１   住居から( 経由)まで １   住居から( 経由) まで ・㎞ 

（中   略） 

６   から( ) まで  
計(規程第 17 条の２第３項の規定

による通勤距離) 
・㎞ 

経路略図(経路朱線) 

(2) 配偶者の住居から勤務事業所までの通勤経路及び方法 

順
路 

通勤
方法
の別 

区間 

※
任
命
権

者
記
入
欄 

順
路 

通 勤
方 法
の別 

区間 距離 

１   住居から( 経由)まで  １   住居から( 経由) まで ・㎞ 

（中   略） 

６   から( ) まで  
計(規程第 17 条の２第３項の規定

による通勤距離) 
・㎞ 

経路略図(経路朱線) 

(3) 配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法 

順
路 

通勤
方法
の別 

区間 

※

任

命

権

者
記
入
欄 

順
路 

通 勤
方 法
の別 

区間 距離 

１   住居から( 経由)まで １   住居から( 経由) まで ・㎞ 

（中   略） 

６   から( ) まで  
計(規程第 17 条の２第３項の規定

による交通距離) 
 ・ 
㎞ 

経路略図(経路朱線) 
 



 

 別記様式第８号（第17条の２関係） 

単身赴任手当認定簿 

 氏 名   

  
 

届 出 の 理 由 等 
届出提
出年月
日(受理
年月日) 

支給の始期(
終期)・支給
額の改定時

期 

加 算
額 

単 身
赴 任
手 当
の 月
額 

任 命 権 者 決 定(
改定) 

事 実
の 発
生 年
月 日 

内 容 

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

 年 月 日   年 月 日 
   

年月分 

か
ら 
ま
で 

円 円 
   年 月 日 
  
職名    氏名         

記入上の注意 
「届出提出(受理)年月日」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異な

る場合にあっては、届出受理日を( )書で付記する。 

 

  



 

別記様式第３号を別記様式第９号と、別記様式第４号を別記様式第10号と、別記様

式第５号を別記様式第11号と、別記様式第６号を別記様式第12号と、別記様式第７号

を別記様式第13号と、別記様式第８号を別記様式第14号と、別記様式第９号を別記様

式第15号と、別記様式第10号を別記様式第16号と、別記様式第11号を別記様式第17号

と、別記様式第12号を別記様式第18号と、別記様式第13号を別記様式第19号とし、同

様式中「第36条第２項第１号括弧書き」を「第29条第３項各号」に改め、別記様式第

14号を別記様式第20号と、別記様式第15号を別記様式第21号と、別記様式第16号を別

記様式第22号とし、同様式の次に次の４様式を加える。 

 別記様式第23号（第36条の２、第36条の３関係） 

期末手当・勤勉手当支給一時差止処分書 
 

年  月  日 
 

        様 
 

（一時差止処分者） 印  
 
 

 広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程第36条の２第11項及び第36条の３第４ 
項において準用する第36条の２第11項の規定に基づき、期末手当・勤勉手当の支給を一時差 
し止める。 
 なお、この処分について不服があるときは、行政不服審査法の規定により、この処分書を 
受けた日の翌日から起算して３か月以内に ⑴ に対し審査請求をすることができる。ま 
た、この処分書を受けた日の翌日から起算して３か月が経過した後においては、この処分の 
後の事情の変化を理由に ⑵ に対し、この処分の取消しを申し立てることができる。ま
た、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌
日から起算して６か月以内に広島県水道広域連合企業団を被告（被告を代表する者は ⑶ 
）として提起することができる（なお、この処分書を受けた日から６か月以内であっても、
処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできない。）ただし、
この処分書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この処分
の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月
以内に提起することができる（なお、その裁決の送達を受けた日から６か月以内であって
も、裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできない。） 

 
 
 

備考 １ ⑴には審査請求をすべき行政庁を、⑵には処分の取消しの申立てをすべき行政庁
を、⑶には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載する。 

   ２ 不用の文字は、二重線で消すこと。 
 

 

  



 

別記様式第24号（第36条の２、第36条の３関係） 

処分説明書 

１ 処分者 

   職 名               氏 名 
                                     印  

２ 被処分者 

 離職時の所属名 
 

 氏名（ふりがな） 
 

 離職時の職名 
 

 離職時の号給 
     職     号給 

 採用年月日    年   月  日  離職年月日    年   月  日 

３ 処分の内容 

 処分発令日 
年  月  日 

 処分説明書交付日 
年  月  日 

 根拠条項 
 

 処分の対象となる手当 

 刑事事件との関係 
  起訴日    年  月  日 

  
  逮捕日    年  月  日 

処分の理由 

 

 

 

 

 

（思料される犯罪に係る罰条：              ） 

（一時差止処分の取消し） この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、
一時差し止められている期末手当又は勤勉手当が支給される。 
１ この処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった
場合 

２ この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場
合 

３ 被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくこの処分に
係る期末手当又は勤勉手当の基準日から起算して１年を経過した場合（ただし、被処分
者が在職期間中の行為に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの
処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。） 

４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当又は勤勉手
当の支給を差し止める必要がなくなったと認める場合 

 

 

  



 

別記様式第25号（第36条の２、第36条の３関係） 

期末手当・勤勉手当支給一時差止処分の実施に関する通知書 
 

  年  月  日 
 

 企 業 長  様 
 

（一時差止処分者） 
 
 広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程第36条の２第11項及び第36条の３第４項に
おいて準用する第36条の２第11項の規定に基づき、一時差止処分を行うので、第36条の２第17項
の規定に基づき通知する。 

被処分者に関する事項 

氏名  生年月日   年  月  日 

住所  

採用年月日  離職年月日   年  月  日 

離職時の 
所属名 

 
 

離職時の 
職名 

 
 

離職時の 
号給 

職    号給 

一時差止処分に関する事項 

被疑事実の 
要旨 

 
 
 
 
（思料される犯罪に係る罰条：           ） 

被処分者の 
供述の要旨 

 
 
 
 
（事情聴取：    年  月  日） 

一時差止処分の発令予定年月日  

処分の対象となる手当  

参考事項 
 
 
 

備考 不用の文字は、二重線で消すこと。 

 

  



 

別記様式第26号（第36条の２、第36条の３関係） 

期末手当・勤勉手当支給一時差止処分の取消しに関する通知書 
 

  年  月  日 
 

 企 業 長  様 
 

（一時差止処分者） 
 

 
 広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程第36条の２第15項及び第36条の３第４項に
おいて準用する第36条の２第15項の規定に基づき、一時差止処分を取り消したので、第36条の２
第17項の規定に基づき通知する。 

被処分者の氏名  

一時差止処分の発令年月日 年  月  日  

一時差止処分を取り消した年月日 年  月  日  

一時差止処分を取り消した理由  

支払った期末手当の額 
期末手当             円  
勤勉手当             円  
（支払年月日：  年  月  日）  

参考事項  

備考 不用の文字は、二重線で消すこと。 

 

  



 

（広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部改正） 

第２条 広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

 （期末手当） 
第36条の２ （略） 
２―９ （略） 
10 （略） 
 ⑴―⑵ （略） 

⑶ 期末手当基準日前１箇月以内又は期末手
当基準日から当該期末手当基準日に対応す
る期末手当支給日の前日までの間に離職し
た職員（前２号に掲げる者を除く。）で、
その離職した日から当該期末手当支給日の
前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられ
たもの 

⑷ 次項の規定により期末手当の支給を一時
差し止める処分を受けた者（当該処分を取
り消された者を除く。）で、その者の在職
期間（条例の適用を受ける職員として在職
した期間（国又は他の地方公共団体の職
員、特別職の職員、企業職員等その他企業
長がこれらに準じると認める者が引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合は、
それらの者として在職した期間は、条例の
適用を受ける職員として在職した期間とみ
なす。）をいう。次項において同じ。）中
の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の
刑に処せられたもの 

11 （略） 
⑴ 離職した日から当該期末手当支給日の前
日までの間に、その者の在職期間中の行為
に係る刑事事件に関して、その者が起訴（
当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の
刑が定められているものに限り、刑事訴訟
法（昭和23年法律第131号）第６編に規定
する略式手続によるものを除く。第15項に
おいて同じ。）をされ、その判決が確定し
ていない場合 

 ⑵ （略） 
12―14 （略） 
15 （略） 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止
処分の理由となった行為に係る刑事事件に
関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場
合 

 ⑵―⑶ （略） 
16―17 （略） 

 （期末手当） 
第36条の２ （略） 
２―９ （略） 
10 （略） 
 ⑴―⑵ （略） 

⑶ 期末手当基準日前１箇月以内又は期末手
当基準日から当該期末手当基準日に対応す
る期末手当支給日の前日までの間に離職し
た職員（前２号に掲げる者を除く。）で、
その離職した日から当該期末手当支給日の
前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた
もの 

⑷ 次項の規定により期末手当の支給を一時
差し止める処分を受けた者（当該処分を取
り消された者を除く。）で、その者の在職
期間（条例の適用を受ける職員として在職
した期間（国又は他の地方公共団体の職
員、特別職の職員、企業職員等その他企業
長がこれらに準じると認める者が引き続き
条例の適用を受ける職員となった場合は、
それらの者として在職した期間は、条例の
適用を受ける職員として在職した期間とみ
なす。）をいう。次項において同じ。）中
の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑
に処せられたもの 

11 （略） 
⑴ 離職した日から当該期末手当支給日の前
日までの間に、その者の在職期間中の行為
に係る刑事事件に関して、その者が起訴（
当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑
が定められているものに限り、刑事訴訟法
（昭和23年法律第131号）第６編に規定す
る略式手続によるものを除く。第15項にお
いて同じ。）をされ、その判決が確定して
いない場合 

 ⑵ （略） 
12―14 （略） 
15 （略） 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止
処分の理由となった行為に係る刑事事件に
関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

 
 ⑵―⑶ （略） 
16―17 （略） 

  

別記様式第24号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は令和７年６月１日から施行する。 

（令和８年３月31日までの間における職員の給料に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程（以

下「改正後給与規程」という。）第１条の２に定める給料表の規定にかかわらず、別表に

掲げる給料月額については、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間、同表に掲げ

る給料月額に100分の100.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）を同表に掲げる給料月額とする。 

３ 前項の規定は、次に掲げる給料月額には適用しない。 

⑴ 条例第12条に規定する特地勤務手当の算定の基礎となる給料月額 

⑵ 改正後給与規程第36条の２第３項第２号（改正後給与規程第36条の３第３項で準用す

る場合を含む。）に規定する給料月額（改正後給与規程第36条の２第３項第２号で定め

る特定幹部職員について、加算する額を算定するための給料月額をいう。） 

 （令和８年３月31日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間、改正後給与規程第11条の２第２項及

び第４項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、同条第２項中「6,500円とする」とあ

るのは「6,500円、同条第２項第６号に該当する扶養親族については3,000円とする」と、同

条第４項中「については１人につき6,500円」とあるのは「については１人につき6,500円、

条例第６条第２項第６号に該当する扶養親族については3,000円」とする。 

（令和８年３月31日までの間における地域手当に関する経過措置） 

５ 改正後給与規程第12条第２項の規定にかかわらず、令和７年４月１日から令和８年３月

31日までの間における地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、

次の各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 東京都特別区 100分の19.5 

 ⑵ 広島市 100分の7 

 ⑶ 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の3.7 
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